
　1. はじめに

　本報の対象地区（訓子府北栄地区）は、オホーツク総合
振興局管内訓子府町及び置戸町に位置する一級河川常呂
川支流の紅葉川幹線排水路流域に拓けた畑地帯である。
　本地区では、近年の降雨量等の変化による排水量の増
加に伴い、排水路の排水能力不足による湛水被害が発生
している。また、排水路の急勾配部においては、排水量増
加に伴う流速増加と射流発生による護岸ブロック崩壊等
の施設被害が発生している。
　このため、紅葉川幹線排水路においては、排水能力の
不足解消に向けた排水路断面の確保（拡幅）による湛水
被害の対策に加え、急勾配部の縦断勾配の見直しによる
施設被害への対策が課題となっていた。
　本地区の事業計画における丘陵傾斜地の排水路改修
計画について、報告するものである。

　２．地区の概要

　本地区の受益面積は522haであり、小麦、てんさい、たま
ねぎ、ばれいしょ、スイートコーン等を組み合わせた畑作経
営のほか、飼料作物を栽培し
乳用牛を飼養する酪農経営
が展開されている（図-１）。
　流域内の地形は、常呂川
沿いに拓けた平坦地とその
北側の丘陵地で形成され
る。地質は、段丘堆積物と沖積層の分布が認められ、排水
路周辺は砂質土が主体である。
　排水路は、フクドジョウ等が生息する豊かな自然環境に
恵まれている。
　紅葉川幹線排水路は、前歴国営北栄土地改良事業（昭
和47年度～昭和53年度）により整備されたが、近年、降雨
条件（降雨量・降雨波形）の変化による流出量の増加に伴

い、排水路の排水能力が不足し、湛水被害が発生してい
る。また、経年的な劣化等により、施設の維持管理に多大
な費用を要している。
　このため、農地
の湛水被害の解
消および維持管理
の軽減を図り、農
業生産性の向上
及び農業経営の
安定に資すること
を目的としている。

　３．排水路の現況

（１） 排水路の構造・規模
　現況排水路は、連結ブロック護岸（三面装工）の台形断
面（法勾配1：1.5）であり、延長L＝4.0kmである。この区
間には、落差工（段落型、落差H＝1.0m～1.5m）14基が
設置されている。
　水路勾配は、SP＝880～2,480区間が急勾配（I＝1/65、
落差工9基）であり、SP＝0～880区間（I＝1/108～1/150、
落差工1基）及びSP＝2,480～4,000区間（I＝1/200、落
差工4基）は、比較的緩勾配となっている（図-２）。

（２） 計画排水量の算定
１) 計画基準降雨
　計画基準降雨は、ティーセン法により選定した『境野地
域気象観測所』（図-３）における近年30か年（平成５年
～令和４年）の降雨観測記録より、「24時間雨量80mm
以上の降雨」又は「１時間雨量20mm以上かつ湛水被害
が発生した降雨」を対象に抽出した降雨の中で、出現頻度
が多い降雨日数『２日連続降雨』、降雨山型『後方山型』を
採用した。
　地区周辺の気象観測所における近年30か年（平成５年
～令和４年）の降雨データを基に、岩井法（確率計算）に
よって年最大２日連続雨量分布図（1/10確率）を作成し、
等雨量線法（等雨量線分割面積加重平均）により計画基
準雨量を146mm/2日とした（図-４）。
　また、「24時間雨量80mm以上、１時間雨量20mm以
上、後方山型」の降雨について、降雨量、降雨強度、降雨
時間及び降雨波形の総合評価により、『平成15年８月９日
～10日』の降雨を基降雨に選定し、時間降雨量（実測降
雨量）の割合で計画基準雨量（146mm/2日）を配分し、
計画基準降雨を決定した（図-５）。

２) 単位流出量
　単位流出量は、本排水路において実施された流量観測
結果（令和元年～令和４年）と境野地域気象観測所にお
ける降雨観測記録より、計画基準降雨における有効雨量
と基底流出量を設定し、流出解析（単位図法）により算定
した（図-６）。

（３） 排水能力の不足状況
　本地区では、10年確率雨量が前歴102mm/日から計
画146mm/2日に変化している。
　また、農地開発、農業生産団地の造成が行われたほか、
これらに伴う道路造成等により流域内の土地利用に変化
が生じており、単位流出量は前歴0.50m3/s/km2から計画
2.615m3/s/km2に増加している（図-７）。
　近年10か年（平成26年～令和５年）において湛水被害
が２回発生している（表-１、写真-１）。
　計画排水諸元を基に水理解析を行った結果、排水路の
全線において、排水能力の不足が確認された。

（４） 機能低下状況及び施設整備の必要性
　紅葉川幹線排水路は、前歴事業による整備から40年以
上が経過し、機能診断調査の結果、法面の沈下・変形や
連結ブロックの剥がれ・ズレが確認されており、全線にお
いて健全度S-3と診断された。
　また、排水路の急勾配部においては、排水量の増加に
伴う流速増加と射流発生により、近年10か年（平成26年
～令和５年）において護岸ブロック崩壊等の施設被害が
５回発生している（表-２、写真-２）。
　このことから、経年劣化等による機能低下が顕在化して
おり、本排水路の排水能力不足の解消と湛水被害の防止
により、農業生産性の維持・向上と地域の防災・減災力の
向上を一体的に推進する必要がある。

　４．排水路改修計画の検討

（１） 整備区間
　前述の通り、紅葉川幹線排水路の全線において計画排
水量に対する排水能力が不足していることから、排水路の
全線（SP＝0～4,000）を整備区間とし、断面拡幅による排
水能力の確保及び縦断勾配の修正（見直し）による射流
の解消を図るものとした。

（２） 路線位置
　現況の路線位置は、地形的に最低位部を流下してお
り、流域内の排水流下に適した路線位置となっている。ま

た、放水路設置等の流域再編を検討すべき周辺流域がな
いことから、現況路線位置を踏襲するものとした（図-８）。

（３） 縦断計画
　排水路の縦断計画（縦断線形）は、排水機能の確保と
施設被害防止の観点から、平坦部と急勾配部に区分し、
経済性を踏まえて決定した。

１) 平坦部
　平坦部（SP＝0～880、SP＝2,480～4,000）では、排水
能力が不足しているものの、施設被害が発生していないこ
とから、現況水路勾配を踏襲するものとした。

２) 急勾配部
　急勾配部（SP＝880～2,480）では、排水量の増加に
伴う流速増加と射流発生により、護岸ブロック崩壊等の
施設被害が発生していることから、水路勾配の変更を検
討した。水路勾配の検討条件は、排水機能確保と施設被
害防止の観点から、次の通りとした。

３) 水路勾配の検討条件
ａ) 常流となる勾配を設定
　施設被害が射流区間で発生していることから、現況で
射流となっている急勾配部において、計画排水量流下時
に常流となるような勾配を設定する。
ｂ) 最小切深1.50m以上を確保
　排水路の切深は、暗渠排水による地下水排除に必要な
深さ1.50m以上を確保する。

ｃ) 勾配の急変を避ける
　縦断勾配を急変させると、排水路敷が不安定となること
が多いので、「排水路計画設計技術指針（平成25年３
月）」1）（以下、「指針」という。） に準拠し、縦断勾配の変化
比は緩勾配から急勾配となる場合は変化比2/3以上、急
勾配から緩勾配となる場合は変化比2.0以下となるように
設定する（表-３、図-９）。

ｄ) 落差高の制限
　落差は、大きくとる方が減勢効果が高く有利であるが、
落下水脈による異常なエネルギーを生ずるため、指針に
準拠し、原則として1.5mを上限とする。
　水路勾配は、急勾配とすると切深・水深および余剰落差
が小さくなり、土工・護岸高および落差工設置数が少なく
なる。一方、流速が大きくなるため護岸ブロック重量や落
差工規模（延長）が大きくなるといった相反関係が生じる。
　このため、表-４、図-10～図-13に示す４案について、
水路勾配に応じた土工・護岸工（護岸高、ブロック重量）
および落差工（設置数、規模）の比較検討を行い、経済性
に優れる『第３案（I＝1/200）』を採用した（表-５）。
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（４） 横断計画
　排水路の断面形状は、指針に準拠し、現況と同様に掘
込河道方式の単断面（台形断面、法勾配1：1.5）とした。

（５） 護岸計画
１) 護岸の必要性
　低水護岸の必要性は、「土地改良事業計画設計基準及
び運用・解説　設計「水路工」（平成26年３月）」2）に準拠
し、２年確率流量における流速により検討した。
　低水護岸部の土質は、砂礫が分布していることから、砂
質土の最大許容流速0.68m/s（＝0.45m/s×1.5）を目安
として、低水護岸の必要性を判定した。
　２年確率流量流下時の流速はＶ＝1.250～1.911m/s
であり、砂質土の最大許容流速0.68m/sを上回ることか
ら、排水路の全線において護岸が必要と判断した。

２) 護岸形式
　春先の融雪出水により浸食破壊されやすい融雪水位
（設計洪水位の30％）までの護岸形式は、コンクリートまた
は石礫を用いた工法とし、適用可能なカゴマット（傾斜式、

法留式）と連結ブロックでの経済比較により『連結ブロッ
ク』を採用した（表-６）。
　護岸基礎工は、河床材が砂質土で支持性が良いため、
連結ブロックを法勾配に沿って河床以下まで延ばす傾斜
式（突込み）基礎工を採用した。 
　なお、基礎工の掘削埋戻し部分は流失しやすいので、寄
石（割栗石）による根固め工を設けるものとした。

３) 法覆工
　融雪水位～年洪水位は、法覆工を施すものとし、設計
流速Ｖ＝1.250～1.911m/sより、指針に準拠し、『植生マ
ット』を採用した（表－７）。
　なお、過去の施設被害は、連結ブロック端部から発生す
る「めくれ」破壊が多く見られることから、法覆工頂部をア
ンカーピンで法面基盤に固定する『簡易巻止め工』、法覆
工上流部から法覆工背面に回る流水を遮断する『小口止
め工』、また、「めくれ」破壊が法覆工下流部に拡大するの
を防止するため、縦断方向に一定の間隔（概ね30～50m
程度）で法覆工を分断する『横帯工』を設けるものとした。

４) 被覆工
　年洪水位～法肩の範囲は、法面の浸食防止対策として
被覆工を施すものとし、『自然繊維シート』を採用した。
　以上より決定した標準断面図を示す（図-14）。

（６） 仮設計画
　本排水路は、現況敷幅が1.0mと狭いことから半川締切
りによる半断面施工が困難である。また、水路沿いに道路
や宅地等が隣接しており、用地的な制約から河岸への仮
排水路の設置が困難である。
　このため、本排水路の施工にあたっては、全川締切りと

して水中ポンプによる仮排水を計画した（図-15）。仮排水
流量は、流量観測結果における「年平均流量」によりポン
プ口径・台数を決定した。仮締切内への浸透水は、水中ポ
ンプによる水替えを計画し、魚類の生息環境に配慮して濁
水処理施設設置を計画し、排水路及び下流河川への濁
水流出防止を図ることとした。

（７） 落差工
　落差工の型式は、魚類の生活史に配慮しつつ、経済性
を踏まえて傾斜型落差工を採用した（表-８）。
　落差工本体の勾配はI＝1/10とし、落差工の下流は、高
流速で流れが乱れる区間であるため、流水のエネルギー
を確実に減勢できる長さの護床工を設けるものとした。
　護床工の長さは、「床止めの構造設計手引き」3）に準拠
して決定した。

丘陵傾斜地における排水路改修計画の検討
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図-1　訓子府北栄地区の位置

　５．おわりに

　本報では、降雨条件（降雨量・降雨波形）の変化等によ
る排水量の増加に伴い、排水能力不足による湛水被害と、
流速増加による施設被害が生じている丘陵傾斜地におけ
る排水路改修計画の主な検討内容について述べた。
　本地区のみならず、近年、降雨条件の変化等による湛水
被害や施設被害が増加している状況にある。このような状
況の中、適切な施設整備を行うことにより、農業生産性の
維持・向上と地域の防災・減災力の向上が推進されていく
ことを期待するものである。
　本報の作成にあたり、網走開発建設部の関係各位に
御指導・御助言をいただきました。ここに記して御礼申し
上げます。
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【計画諸元】
　　受益面積：522ha
　　流域面積：6.04km2
　　計画排水量：15.795m3/s
　　主要工事：紅葉川幹線排水路
　　・延　　　長：4.0km
　　・構　　　造：連結ブロック
　　・附帯構造物：落差工 26箇所
　　　　　　　　　橋梁工 13箇所

図-２　現況排水路位置図
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～令和４年）の降雨観測記録より、「24時間雨量80mm
以上の降雨」又は「１時間雨量20mm以上かつ湛水被害
が発生した降雨」を対象に抽出した降雨の中で、出現頻度
が多い降雨日数『２日連続降雨』、降雨山型『後方山型』を
採用した。
　地区周辺の気象観測所における近年30か年（平成５年
～令和４年）の降雨データを基に、岩井法（確率計算）に
よって年最大２日連続雨量分布図（1/10確率）を作成し、
等雨量線法（等雨量線分割面積加重平均）により計画基
準雨量を146mm/2日とした（図-４）。
　また、「24時間雨量80mm以上、１時間雨量20mm以
上、後方山型」の降雨について、降雨量、降雨強度、降雨
時間及び降雨波形の総合評価により、『平成15年８月９日
～10日』の降雨を基降雨に選定し、時間降雨量（実測降
雨量）の割合で計画基準雨量（146mm/2日）を配分し、
計画基準降雨を決定した（図-５）。

２) 単位流出量
　単位流出量は、本排水路において実施された流量観測
結果（令和元年～令和４年）と境野地域気象観測所にお
ける降雨観測記録より、計画基準降雨における有効雨量
と基底流出量を設定し、流出解析（単位図法）により算定
した（図-６）。

（３） 排水能力の不足状況
　本地区では、10年確率雨量が前歴102mm/日から計
画146mm/2日に変化している。
　また、農地開発、農業生産団地の造成が行われたほか、
これらに伴う道路造成等により流域内の土地利用に変化
が生じており、単位流出量は前歴0.50m3/s/km2から計画
2.615m3/s/km2に増加している（図-７）。
　近年10か年（平成26年～令和５年）において湛水被害
が２回発生している（表-１、写真-１）。
　計画排水諸元を基に水理解析を行った結果、排水路の
全線において、排水能力の不足が確認された。

（４） 機能低下状況及び施設整備の必要性
　紅葉川幹線排水路は、前歴事業による整備から40年以
上が経過し、機能診断調査の結果、法面の沈下・変形や
連結ブロックの剥がれ・ズレが確認されており、全線にお
いて健全度S-3と診断された。
　また、排水路の急勾配部においては、排水量の増加に
伴う流速増加と射流発生により、近年10か年（平成26年
～令和５年）において護岸ブロック崩壊等の施設被害が
５回発生している（表-２、写真-２）。
　このことから、経年劣化等による機能低下が顕在化して
おり、本排水路の排水能力不足の解消と湛水被害の防止
により、農業生産性の維持・向上と地域の防災・減災力の
向上を一体的に推進する必要がある。

　４．排水路改修計画の検討

（１） 整備区間
　前述の通り、紅葉川幹線排水路の全線において計画排
水量に対する排水能力が不足していることから、排水路の
全線（SP＝0～4,000）を整備区間とし、断面拡幅による排
水能力の確保及び縦断勾配の修正（見直し）による射流
の解消を図るものとした。

（２） 路線位置
　現況の路線位置は、地形的に最低位部を流下してお
り、流域内の排水流下に適した路線位置となっている。ま

た、放水路設置等の流域再編を検討すべき周辺流域がな
いことから、現況路線位置を踏襲するものとした（図-８）。

（３） 縦断計画
　排水路の縦断計画（縦断線形）は、排水機能の確保と
施設被害防止の観点から、平坦部と急勾配部に区分し、
経済性を踏まえて決定した。

１) 平坦部
　平坦部（SP＝0～880、SP＝2,480～4,000）では、排水
能力が不足しているものの、施設被害が発生していないこ
とから、現況水路勾配を踏襲するものとした。

２) 急勾配部
　急勾配部（SP＝880～2,480）では、排水量の増加に
伴う流速増加と射流発生により、護岸ブロック崩壊等の
施設被害が発生していることから、水路勾配の変更を検
討した。水路勾配の検討条件は、排水機能確保と施設被
害防止の観点から、次の通りとした。

３) 水路勾配の検討条件
ａ) 常流となる勾配を設定
　施設被害が射流区間で発生していることから、現況で
射流となっている急勾配部において、計画排水量流下時
に常流となるような勾配を設定する。
ｂ) 最小切深1.50m以上を確保
　排水路の切深は、暗渠排水による地下水排除に必要な
深さ1.50m以上を確保する。

ｃ) 勾配の急変を避ける
　縦断勾配を急変させると、排水路敷が不安定となること
が多いので、「排水路計画設計技術指針（平成25年３
月）」1）（以下、「指針」という。） に準拠し、縦断勾配の変化
比は緩勾配から急勾配となる場合は変化比2/3以上、急
勾配から緩勾配となる場合は変化比2.0以下となるように
設定する（表-３、図-９）。

ｄ) 落差高の制限
　落差は、大きくとる方が減勢効果が高く有利であるが、
落下水脈による異常なエネルギーを生ずるため、指針に
準拠し、原則として1.5mを上限とする。
　水路勾配は、急勾配とすると切深・水深および余剰落差
が小さくなり、土工・護岸高および落差工設置数が少なく
なる。一方、流速が大きくなるため護岸ブロック重量や落
差工規模（延長）が大きくなるといった相反関係が生じる。
　このため、表-４、図-10～図-13に示す４案について、
水路勾配に応じた土工・護岸工（護岸高、ブロック重量）
および落差工（設置数、規模）の比較検討を行い、経済性
に優れる『第３案（I＝1/200）』を採用した（表-５）。
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（４） 横断計画
　排水路の断面形状は、指針に準拠し、現況と同様に掘
込河道方式の単断面（台形断面、法勾配1：1.5）とした。

（５） 護岸計画
１) 護岸の必要性
　低水護岸の必要性は、「土地改良事業計画設計基準及
び運用・解説　設計「水路工」（平成26年３月）」2）に準拠
し、２年確率流量における流速により検討した。
　低水護岸部の土質は、砂礫が分布していることから、砂
質土の最大許容流速0.68m/s（＝0.45m/s×1.5）を目安
として、低水護岸の必要性を判定した。
　２年確率流量流下時の流速はＶ＝1.250～1.911m/s
であり、砂質土の最大許容流速0.68m/sを上回ることか
ら、排水路の全線において護岸が必要と判断した。

２) 護岸形式
　春先の融雪出水により浸食破壊されやすい融雪水位
（設計洪水位の30％）までの護岸形式は、コンクリートまた
は石礫を用いた工法とし、適用可能なカゴマット（傾斜式、

法留式）と連結ブロックでの経済比較により『連結ブロッ
ク』を採用した（表-６）。
　護岸基礎工は、河床材が砂質土で支持性が良いため、
連結ブロックを法勾配に沿って河床以下まで延ばす傾斜
式（突込み）基礎工を採用した。 
　なお、基礎工の掘削埋戻し部分は流失しやすいので、寄
石（割栗石）による根固め工を設けるものとした。

３) 法覆工
　融雪水位～年洪水位は、法覆工を施すものとし、設計
流速Ｖ＝1.250～1.911m/sより、指針に準拠し、『植生マ
ット』を採用した（表－７）。
　なお、過去の施設被害は、連結ブロック端部から発生す
る「めくれ」破壊が多く見られることから、法覆工頂部をア
ンカーピンで法面基盤に固定する『簡易巻止め工』、法覆
工上流部から法覆工背面に回る流水を遮断する『小口止
め工』、また、「めくれ」破壊が法覆工下流部に拡大するの
を防止するため、縦断方向に一定の間隔（概ね30～50m
程度）で法覆工を分断する『横帯工』を設けるものとした。

４) 被覆工
　年洪水位～法肩の範囲は、法面の浸食防止対策として
被覆工を施すものとし、『自然繊維シート』を採用した。
　以上より決定した標準断面図を示す（図-14）。

（６） 仮設計画
　本排水路は、現況敷幅が1.0mと狭いことから半川締切
りによる半断面施工が困難である。また、水路沿いに道路
や宅地等が隣接しており、用地的な制約から河岸への仮
排水路の設置が困難である。
　このため、本排水路の施工にあたっては、全川締切りと

して水中ポンプによる仮排水を計画した（図-15）。仮排水
流量は、流量観測結果における「年平均流量」によりポン
プ口径・台数を決定した。仮締切内への浸透水は、水中ポ
ンプによる水替えを計画し、魚類の生息環境に配慮して濁
水処理施設設置を計画し、排水路及び下流河川への濁
水流出防止を図ることとした。

（７） 落差工
　落差工の型式は、魚類の生活史に配慮しつつ、経済性
を踏まえて傾斜型落差工を採用した（表-８）。
　落差工本体の勾配はI＝1/10とし、落差工の下流は、高
流速で流れが乱れる区間であるため、流水のエネルギー
を確実に減勢できる長さの護床工を設けるものとした。
　護床工の長さは、「床止めの構造設計手引き」3）に準拠
して決定した。

　５．おわりに

　本報では、降雨条件（降雨量・降雨波形）の変化等によ
る排水量の増加に伴い、排水能力不足による湛水被害と、
流速増加による施設被害が生じている丘陵傾斜地におけ
る排水路改修計画の主な検討内容について述べた。
　本地区のみならず、近年、降雨条件の変化等による湛水
被害や施設被害が増加している状況にある。このような状
況の中、適切な施設整備を行うことにより、農業生産性の
維持・向上と地域の防災・減災力の向上が推進されていく
ことを期待するものである。
　本報の作成にあたり、網走開発建設部の関係各位に
御指導・御助言をいただきました。ここに記して御礼申し
上げます。

　最後に、本稿発表の機会を下さいました(一社)北海道
土地改良設計技術協会各位に感謝申し上げます。

株式会社アルファ技研 　　　　　　　　　　
調査計画グループ長（農業土木技術管理士）
調査計画グループ技術員（技術士補）　　　　　
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図-３　ティーセン法による気象観測所の選定

図-４　計画基準雨量算定図　　　

図-５　計画基準降雨の決定

図-６　単位流出量の算定



　1. はじめに

　本報の対象地区（訓子府北栄地区）は、オホーツク総合
振興局管内訓子府町及び置戸町に位置する一級河川常呂
川支流の紅葉川幹線排水路流域に拓けた畑地帯である。
　本地区では、近年の降雨量等の変化による排水量の増
加に伴い、排水路の排水能力不足による湛水被害が発生
している。また、排水路の急勾配部においては、排水量増
加に伴う流速増加と射流発生による護岸ブロック崩壊等
の施設被害が発生している。
　このため、紅葉川幹線排水路においては、排水能力の
不足解消に向けた排水路断面の確保（拡幅）による湛水
被害の対策に加え、急勾配部の縦断勾配の見直しによる
施設被害への対策が課題となっていた。
　本地区の事業計画における丘陵傾斜地の排水路改修
計画について、報告するものである。

　２．地区の概要

　本地区の受益面積は522haであり、小麦、てんさい、たま
ねぎ、ばれいしょ、スイートコーン等を組み合わせた畑作経
営のほか、飼料作物を栽培し
乳用牛を飼養する酪農経営
が展開されている（図-１）。
　流域内の地形は、常呂川
沿いに拓けた平坦地とその
北側の丘陵地で形成され
る。地質は、段丘堆積物と沖積層の分布が認められ、排水
路周辺は砂質土が主体である。
　排水路は、フクドジョウ等が生息する豊かな自然環境に
恵まれている。
　紅葉川幹線排水路は、前歴国営北栄土地改良事業（昭
和47年度～昭和53年度）により整備されたが、近年、降雨
条件（降雨量・降雨波形）の変化による流出量の増加に伴

い、排水路の排水能力が不足し、湛水被害が発生してい
る。また、経年的な劣化等により、施設の維持管理に多大
な費用を要している。
　このため、農地
の湛水被害の解
消および維持管理
の軽減を図り、農
業生産性の向上
及び農業経営の
安定に資すること
を目的としている。

　３．排水路の現況

（１） 排水路の構造・規模
　現況排水路は、連結ブロック護岸（三面装工）の台形断
面（法勾配1：1.5）であり、延長L＝4.0kmである。この区
間には、落差工（段落型、落差H＝1.0m～1.5m）14基が
設置されている。
　水路勾配は、SP＝880～2,480区間が急勾配（I＝1/65、
落差工9基）であり、SP＝0～880区間（I＝1/108～1/150、
落差工1基）及びSP＝2,480～4,000区間（I＝1/200、落
差工4基）は、比較的緩勾配となっている（図-２）。

（２） 計画排水量の算定
１) 計画基準降雨
　計画基準降雨は、ティーセン法により選定した『境野地
域気象観測所』（図-３）における近年30か年（平成５年
～令和４年）の降雨観測記録より、「24時間雨量80mm
以上の降雨」又は「１時間雨量20mm以上かつ湛水被害
が発生した降雨」を対象に抽出した降雨の中で、出現頻度
が多い降雨日数『２日連続降雨』、降雨山型『後方山型』を
採用した。
　地区周辺の気象観測所における近年30か年（平成５年
～令和４年）の降雨データを基に、岩井法（確率計算）に
よって年最大２日連続雨量分布図（1/10確率）を作成し、
等雨量線法（等雨量線分割面積加重平均）により計画基
準雨量を146mm/2日とした（図-４）。
　また、「24時間雨量80mm以上、１時間雨量20mm以
上、後方山型」の降雨について、降雨量、降雨強度、降雨
時間及び降雨波形の総合評価により、『平成15年８月９日
～10日』の降雨を基降雨に選定し、時間降雨量（実測降
雨量）の割合で計画基準雨量（146mm/2日）を配分し、
計画基準降雨を決定した（図-５）。

２) 単位流出量
　単位流出量は、本排水路において実施された流量観測
結果（令和元年～令和４年）と境野地域気象観測所にお
ける降雨観測記録より、計画基準降雨における有効雨量
と基底流出量を設定し、流出解析（単位図法）により算定
した（図-６）。

（３） 排水能力の不足状況
　本地区では、10年確率雨量が前歴102mm/日から計
画146mm/2日に変化している。
　また、農地開発、農業生産団地の造成が行われたほか、
これらに伴う道路造成等により流域内の土地利用に変化
が生じており、単位流出量は前歴0.50m3/s/km2から計画
2.615m3/s/km2に増加している（図-７）。
　近年10か年（平成26年～令和５年）において湛水被害
が２回発生している（表-１、写真-１）。
　計画排水諸元を基に水理解析を行った結果、排水路の
全線において、排水能力の不足が確認された。

（４） 機能低下状況及び施設整備の必要性
　紅葉川幹線排水路は、前歴事業による整備から40年以
上が経過し、機能診断調査の結果、法面の沈下・変形や
連結ブロックの剥がれ・ズレが確認されており、全線にお
いて健全度S-3と診断された。
　また、排水路の急勾配部においては、排水量の増加に
伴う流速増加と射流発生により、近年10か年（平成26年
～令和５年）において護岸ブロック崩壊等の施設被害が
５回発生している（表-２、写真-２）。
　このことから、経年劣化等による機能低下が顕在化して
おり、本排水路の排水能力不足の解消と湛水被害の防止
により、農業生産性の維持・向上と地域の防災・減災力の
向上を一体的に推進する必要がある。

　４．排水路改修計画の検討

（１） 整備区間
　前述の通り、紅葉川幹線排水路の全線において計画排
水量に対する排水能力が不足していることから、排水路の
全線（SP＝0～4,000）を整備区間とし、断面拡幅による排
水能力の確保及び縦断勾配の修正（見直し）による射流
の解消を図るものとした。

（２） 路線位置
　現況の路線位置は、地形的に最低位部を流下してお
り、流域内の排水流下に適した路線位置となっている。ま

た、放水路設置等の流域再編を検討すべき周辺流域がな
いことから、現況路線位置を踏襲するものとした（図-８）。

（３） 縦断計画
　排水路の縦断計画（縦断線形）は、排水機能の確保と
施設被害防止の観点から、平坦部と急勾配部に区分し、
経済性を踏まえて決定した。

１) 平坦部
　平坦部（SP＝0～880、SP＝2,480～4,000）では、排水
能力が不足しているものの、施設被害が発生していないこ
とから、現況水路勾配を踏襲するものとした。

２) 急勾配部
　急勾配部（SP＝880～2,480）では、排水量の増加に
伴う流速増加と射流発生により、護岸ブロック崩壊等の
施設被害が発生していることから、水路勾配の変更を検
討した。水路勾配の検討条件は、排水機能確保と施設被
害防止の観点から、次の通りとした。

３) 水路勾配の検討条件
ａ) 常流となる勾配を設定
　施設被害が射流区間で発生していることから、現況で
射流となっている急勾配部において、計画排水量流下時
に常流となるような勾配を設定する。
ｂ) 最小切深1.50m以上を確保
　排水路の切深は、暗渠排水による地下水排除に必要な
深さ1.50m以上を確保する。

ｃ) 勾配の急変を避ける
　縦断勾配を急変させると、排水路敷が不安定となること
が多いので、「排水路計画設計技術指針（平成25年３
月）」1）（以下、「指針」という。） に準拠し、縦断勾配の変化
比は緩勾配から急勾配となる場合は変化比2/3以上、急
勾配から緩勾配となる場合は変化比2.0以下となるように
設定する（表-３、図-９）。

ｄ) 落差高の制限
　落差は、大きくとる方が減勢効果が高く有利であるが、
落下水脈による異常なエネルギーを生ずるため、指針に
準拠し、原則として1.5mを上限とする。
　水路勾配は、急勾配とすると切深・水深および余剰落差
が小さくなり、土工・護岸高および落差工設置数が少なく
なる。一方、流速が大きくなるため護岸ブロック重量や落
差工規模（延長）が大きくなるといった相反関係が生じる。
　このため、表-４、図-10～図-13に示す４案について、
水路勾配に応じた土工・護岸工（護岸高、ブロック重量）
および落差工（設置数、規模）の比較検討を行い、経済性
に優れる『第３案（I＝1/200）』を採用した（表-５）。
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（４） 横断計画
　排水路の断面形状は、指針に準拠し、現況と同様に掘
込河道方式の単断面（台形断面、法勾配1：1.5）とした。

（５） 護岸計画
１) 護岸の必要性
　低水護岸の必要性は、「土地改良事業計画設計基準及
び運用・解説　設計「水路工」（平成26年３月）」2）に準拠
し、２年確率流量における流速により検討した。
　低水護岸部の土質は、砂礫が分布していることから、砂
質土の最大許容流速0.68m/s（＝0.45m/s×1.5）を目安
として、低水護岸の必要性を判定した。
　２年確率流量流下時の流速はＶ＝1.250～1.911m/s
であり、砂質土の最大許容流速0.68m/sを上回ることか
ら、排水路の全線において護岸が必要と判断した。

２) 護岸形式
　春先の融雪出水により浸食破壊されやすい融雪水位
（設計洪水位の30％）までの護岸形式は、コンクリートまた
は石礫を用いた工法とし、適用可能なカゴマット（傾斜式、

法留式）と連結ブロックでの経済比較により『連結ブロッ
ク』を採用した（表-６）。
　護岸基礎工は、河床材が砂質土で支持性が良いため、
連結ブロックを法勾配に沿って河床以下まで延ばす傾斜
式（突込み）基礎工を採用した。 
　なお、基礎工の掘削埋戻し部分は流失しやすいので、寄
石（割栗石）による根固め工を設けるものとした。

３) 法覆工
　融雪水位～年洪水位は、法覆工を施すものとし、設計
流速Ｖ＝1.250～1.911m/sより、指針に準拠し、『植生マ
ット』を採用した（表－７）。
　なお、過去の施設被害は、連結ブロック端部から発生す
る「めくれ」破壊が多く見られることから、法覆工頂部をア
ンカーピンで法面基盤に固定する『簡易巻止め工』、法覆
工上流部から法覆工背面に回る流水を遮断する『小口止
め工』、また、「めくれ」破壊が法覆工下流部に拡大するの
を防止するため、縦断方向に一定の間隔（概ね30～50m
程度）で法覆工を分断する『横帯工』を設けるものとした。

４) 被覆工
　年洪水位～法肩の範囲は、法面の浸食防止対策として
被覆工を施すものとし、『自然繊維シート』を採用した。
　以上より決定した標準断面図を示す（図-14）。

（６） 仮設計画
　本排水路は、現況敷幅が1.0mと狭いことから半川締切
りによる半断面施工が困難である。また、水路沿いに道路
や宅地等が隣接しており、用地的な制約から河岸への仮
排水路の設置が困難である。
　このため、本排水路の施工にあたっては、全川締切りと

して水中ポンプによる仮排水を計画した（図-15）。仮排水
流量は、流量観測結果における「年平均流量」によりポン
プ口径・台数を決定した。仮締切内への浸透水は、水中ポ
ンプによる水替えを計画し、魚類の生息環境に配慮して濁
水処理施設設置を計画し、排水路及び下流河川への濁
水流出防止を図ることとした。

（７） 落差工
　落差工の型式は、魚類の生活史に配慮しつつ、経済性
を踏まえて傾斜型落差工を採用した（表-８）。
　落差工本体の勾配はI＝1/10とし、落差工の下流は、高
流速で流れが乱れる区間であるため、流水のエネルギー
を確実に減勢できる長さの護床工を設けるものとした。
　護床工の長さは、「床止めの構造設計手引き」3）に準拠
して決定した。

表-１　湛水被害発生状況（平成26年～令和5年）

写真-１　湛水被害状況（平成28年８月） 写真-２　施設被害状況（令和４年７月）

表-２　施設被害発生状況（平成26年～令和５年）

　５．おわりに

　本報では、降雨条件（降雨量・降雨波形）の変化等によ
る排水量の増加に伴い、排水能力不足による湛水被害と、
流速増加による施設被害が生じている丘陵傾斜地におけ
る排水路改修計画の主な検討内容について述べた。
　本地区のみならず、近年、降雨条件の変化等による湛水
被害や施設被害が増加している状況にある。このような状
況の中、適切な施設整備を行うことにより、農業生産性の
維持・向上と地域の防災・減災力の向上が推進されていく
ことを期待するものである。
　本報の作成にあたり、網走開発建設部の関係各位に
御指導・御助言をいただきました。ここに記して御礼申し
上げます。

　最後に、本稿発表の機会を下さいました(一社)北海道
土地改良設計技術協会各位に感謝申し上げます。

株式会社アルファ技研 　　　　　　　　　　
調査計画グループ長（農業土木技術管理士）
調査計画グループ技術員（技術士補）　　　　　
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図-７　流出量の変化



　1. はじめに

　本報の対象地区（訓子府北栄地区）は、オホーツク総合
振興局管内訓子府町及び置戸町に位置する一級河川常呂
川支流の紅葉川幹線排水路流域に拓けた畑地帯である。
　本地区では、近年の降雨量等の変化による排水量の増
加に伴い、排水路の排水能力不足による湛水被害が発生
している。また、排水路の急勾配部においては、排水量増
加に伴う流速増加と射流発生による護岸ブロック崩壊等
の施設被害が発生している。
　このため、紅葉川幹線排水路においては、排水能力の
不足解消に向けた排水路断面の確保（拡幅）による湛水
被害の対策に加え、急勾配部の縦断勾配の見直しによる
施設被害への対策が課題となっていた。
　本地区の事業計画における丘陵傾斜地の排水路改修
計画について、報告するものである。

　２．地区の概要

　本地区の受益面積は522haであり、小麦、てんさい、たま
ねぎ、ばれいしょ、スイートコーン等を組み合わせた畑作経
営のほか、飼料作物を栽培し
乳用牛を飼養する酪農経営
が展開されている（図-１）。
　流域内の地形は、常呂川
沿いに拓けた平坦地とその
北側の丘陵地で形成され
る。地質は、段丘堆積物と沖積層の分布が認められ、排水
路周辺は砂質土が主体である。
　排水路は、フクドジョウ等が生息する豊かな自然環境に
恵まれている。
　紅葉川幹線排水路は、前歴国営北栄土地改良事業（昭
和47年度～昭和53年度）により整備されたが、近年、降雨
条件（降雨量・降雨波形）の変化による流出量の増加に伴

い、排水路の排水能力が不足し、湛水被害が発生してい
る。また、経年的な劣化等により、施設の維持管理に多大
な費用を要している。
　このため、農地
の湛水被害の解
消および維持管理
の軽減を図り、農
業生産性の向上
及び農業経営の
安定に資すること
を目的としている。

　３．排水路の現況

（１） 排水路の構造・規模
　現況排水路は、連結ブロック護岸（三面装工）の台形断
面（法勾配1：1.5）であり、延長L＝4.0kmである。この区
間には、落差工（段落型、落差H＝1.0m～1.5m）14基が
設置されている。
　水路勾配は、SP＝880～2,480区間が急勾配（I＝1/65、
落差工9基）であり、SP＝0～880区間（I＝1/108～1/150、
落差工1基）及びSP＝2,480～4,000区間（I＝1/200、落
差工4基）は、比較的緩勾配となっている（図-２）。

（２） 計画排水量の算定
１) 計画基準降雨
　計画基準降雨は、ティーセン法により選定した『境野地
域気象観測所』（図-３）における近年30か年（平成５年
～令和４年）の降雨観測記録より、「24時間雨量80mm
以上の降雨」又は「１時間雨量20mm以上かつ湛水被害
が発生した降雨」を対象に抽出した降雨の中で、出現頻度
が多い降雨日数『２日連続降雨』、降雨山型『後方山型』を
採用した。
　地区周辺の気象観測所における近年30か年（平成５年
～令和４年）の降雨データを基に、岩井法（確率計算）に
よって年最大２日連続雨量分布図（1/10確率）を作成し、
等雨量線法（等雨量線分割面積加重平均）により計画基
準雨量を146mm/2日とした（図-４）。
　また、「24時間雨量80mm以上、１時間雨量20mm以
上、後方山型」の降雨について、降雨量、降雨強度、降雨
時間及び降雨波形の総合評価により、『平成15年８月９日
～10日』の降雨を基降雨に選定し、時間降雨量（実測降
雨量）の割合で計画基準雨量（146mm/2日）を配分し、
計画基準降雨を決定した（図-５）。

２) 単位流出量
　単位流出量は、本排水路において実施された流量観測
結果（令和元年～令和４年）と境野地域気象観測所にお
ける降雨観測記録より、計画基準降雨における有効雨量
と基底流出量を設定し、流出解析（単位図法）により算定
した（図-６）。

（３） 排水能力の不足状況
　本地区では、10年確率雨量が前歴102mm/日から計
画146mm/2日に変化している。
　また、農地開発、農業生産団地の造成が行われたほか、
これらに伴う道路造成等により流域内の土地利用に変化
が生じており、単位流出量は前歴0.50m3/s/km2から計画
2.615m3/s/km2に増加している（図-７）。
　近年10か年（平成26年～令和５年）において湛水被害
が２回発生している（表-１、写真-１）。
　計画排水諸元を基に水理解析を行った結果、排水路の
全線において、排水能力の不足が確認された。

（４） 機能低下状況及び施設整備の必要性
　紅葉川幹線排水路は、前歴事業による整備から40年以
上が経過し、機能診断調査の結果、法面の沈下・変形や
連結ブロックの剥がれ・ズレが確認されており、全線にお
いて健全度S-3と診断された。
　また、排水路の急勾配部においては、排水量の増加に
伴う流速増加と射流発生により、近年10か年（平成26年
～令和５年）において護岸ブロック崩壊等の施設被害が
５回発生している（表-２、写真-２）。
　このことから、経年劣化等による機能低下が顕在化して
おり、本排水路の排水能力不足の解消と湛水被害の防止
により、農業生産性の維持・向上と地域の防災・減災力の
向上を一体的に推進する必要がある。

　４．排水路改修計画の検討

（１） 整備区間
　前述の通り、紅葉川幹線排水路の全線において計画排
水量に対する排水能力が不足していることから、排水路の
全線（SP＝0～4,000）を整備区間とし、断面拡幅による排
水能力の確保及び縦断勾配の修正（見直し）による射流
の解消を図るものとした。

（２） 路線位置
　現況の路線位置は、地形的に最低位部を流下してお
り、流域内の排水流下に適した路線位置となっている。ま

た、放水路設置等の流域再編を検討すべき周辺流域がな
いことから、現況路線位置を踏襲するものとした（図-８）。

（３） 縦断計画
　排水路の縦断計画（縦断線形）は、排水機能の確保と
施設被害防止の観点から、平坦部と急勾配部に区分し、
経済性を踏まえて決定した。

１) 平坦部
　平坦部（SP＝0～880、SP＝2,480～4,000）では、排水
能力が不足しているものの、施設被害が発生していないこ
とから、現況水路勾配を踏襲するものとした。

２) 急勾配部
　急勾配部（SP＝880～2,480）では、排水量の増加に
伴う流速増加と射流発生により、護岸ブロック崩壊等の
施設被害が発生していることから、水路勾配の変更を検
討した。水路勾配の検討条件は、排水機能確保と施設被
害防止の観点から、次の通りとした。

３) 水路勾配の検討条件
ａ) 常流となる勾配を設定
　施設被害が射流区間で発生していることから、現況で
射流となっている急勾配部において、計画排水量流下時
に常流となるような勾配を設定する。
ｂ) 最小切深1.50m以上を確保
　排水路の切深は、暗渠排水による地下水排除に必要な
深さ1.50m以上を確保する。

ｃ) 勾配の急変を避ける
　縦断勾配を急変させると、排水路敷が不安定となること
が多いので、「排水路計画設計技術指針（平成25年３
月）」1）（以下、「指針」という。） に準拠し、縦断勾配の変化
比は緩勾配から急勾配となる場合は変化比2/3以上、急
勾配から緩勾配となる場合は変化比2.0以下となるように
設定する（表-３、図-９）。

ｄ) 落差高の制限
　落差は、大きくとる方が減勢効果が高く有利であるが、
落下水脈による異常なエネルギーを生ずるため、指針に
準拠し、原則として1.5mを上限とする。
　水路勾配は、急勾配とすると切深・水深および余剰落差
が小さくなり、土工・護岸高および落差工設置数が少なく
なる。一方、流速が大きくなるため護岸ブロック重量や落
差工規模（延長）が大きくなるといった相反関係が生じる。
　このため、表-４、図-10～図-13に示す４案について、
水路勾配に応じた土工・護岸工（護岸高、ブロック重量）
および落差工（設置数、規模）の比較検討を行い、経済性
に優れる『第３案（I＝1/200）』を採用した（表-５）。
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（４） 横断計画
　排水路の断面形状は、指針に準拠し、現況と同様に掘
込河道方式の単断面（台形断面、法勾配1：1.5）とした。

（５） 護岸計画
１) 護岸の必要性
　低水護岸の必要性は、「土地改良事業計画設計基準及
び運用・解説　設計「水路工」（平成26年３月）」2）に準拠
し、２年確率流量における流速により検討した。
　低水護岸部の土質は、砂礫が分布していることから、砂
質土の最大許容流速0.68m/s（＝0.45m/s×1.5）を目安
として、低水護岸の必要性を判定した。
　２年確率流量流下時の流速はＶ＝1.250～1.911m/s
であり、砂質土の最大許容流速0.68m/sを上回ることか
ら、排水路の全線において護岸が必要と判断した。

２) 護岸形式
　春先の融雪出水により浸食破壊されやすい融雪水位
（設計洪水位の30％）までの護岸形式は、コンクリートまた
は石礫を用いた工法とし、適用可能なカゴマット（傾斜式、

法留式）と連結ブロックでの経済比較により『連結ブロッ
ク』を採用した（表-６）。
　護岸基礎工は、河床材が砂質土で支持性が良いため、
連結ブロックを法勾配に沿って河床以下まで延ばす傾斜
式（突込み）基礎工を採用した。 
　なお、基礎工の掘削埋戻し部分は流失しやすいので、寄
石（割栗石）による根固め工を設けるものとした。

３) 法覆工
　融雪水位～年洪水位は、法覆工を施すものとし、設計
流速Ｖ＝1.250～1.911m/sより、指針に準拠し、『植生マ
ット』を採用した（表－７）。
　なお、過去の施設被害は、連結ブロック端部から発生す
る「めくれ」破壊が多く見られることから、法覆工頂部をア
ンカーピンで法面基盤に固定する『簡易巻止め工』、法覆
工上流部から法覆工背面に回る流水を遮断する『小口止
め工』、また、「めくれ」破壊が法覆工下流部に拡大するの
を防止するため、縦断方向に一定の間隔（概ね30～50m
程度）で法覆工を分断する『横帯工』を設けるものとした。

４) 被覆工
　年洪水位～法肩の範囲は、法面の浸食防止対策として
被覆工を施すものとし、『自然繊維シート』を採用した。
　以上より決定した標準断面図を示す（図-14）。

（６） 仮設計画
　本排水路は、現況敷幅が1.0mと狭いことから半川締切
りによる半断面施工が困難である。また、水路沿いに道路
や宅地等が隣接しており、用地的な制約から河岸への仮
排水路の設置が困難である。
　このため、本排水路の施工にあたっては、全川締切りと

して水中ポンプによる仮排水を計画した（図-15）。仮排水
流量は、流量観測結果における「年平均流量」によりポン
プ口径・台数を決定した。仮締切内への浸透水は、水中ポ
ンプによる水替えを計画し、魚類の生息環境に配慮して濁
水処理施設設置を計画し、排水路及び下流河川への濁
水流出防止を図ることとした。

（７） 落差工
　落差工の型式は、魚類の生活史に配慮しつつ、経済性
を踏まえて傾斜型落差工を採用した（表-８）。
　落差工本体の勾配はI＝1/10とし、落差工の下流は、高
流速で流れが乱れる区間であるため、流水のエネルギー
を確実に減勢できる長さの護床工を設けるものとした。
　護床工の長さは、「床止めの構造設計手引き」3）に準拠
して決定した。

図－８　路線位置図（陰影起伏図）

　５．おわりに

　本報では、降雨条件（降雨量・降雨波形）の変化等によ
る排水量の増加に伴い、排水能力不足による湛水被害と、
流速増加による施設被害が生じている丘陵傾斜地におけ
る排水路改修計画の主な検討内容について述べた。
　本地区のみならず、近年、降雨条件の変化等による湛水
被害や施設被害が増加している状況にある。このような状
況の中、適切な施設整備を行うことにより、農業生産性の
維持・向上と地域の防災・減災力の向上が推進されていく
ことを期待するものである。
　本報の作成にあたり、網走開発建設部の関係各位に
御指導・御助言をいただきました。ここに記して御礼申し
上げます。

　最後に、本稿発表の機会を下さいました(一社)北海道
土地改良設計技術協会各位に感謝申し上げます。

株式会社アルファ技研 　　　　　　　　　　
調査計画グループ長（農業土木技術管理士）
調査計画グループ技術員（技術士補）　　　　　
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表-３　水路勾配の上下限値

図-９　水路勾配の上下限値の概念図

表－４　水路勾配の比較検討案の設定



　1. はじめに

　本報の対象地区（訓子府北栄地区）は、オホーツク総合
振興局管内訓子府町及び置戸町に位置する一級河川常呂
川支流の紅葉川幹線排水路流域に拓けた畑地帯である。
　本地区では、近年の降雨量等の変化による排水量の増
加に伴い、排水路の排水能力不足による湛水被害が発生
している。また、排水路の急勾配部においては、排水量増
加に伴う流速増加と射流発生による護岸ブロック崩壊等
の施設被害が発生している。
　このため、紅葉川幹線排水路においては、排水能力の
不足解消に向けた排水路断面の確保（拡幅）による湛水
被害の対策に加え、急勾配部の縦断勾配の見直しによる
施設被害への対策が課題となっていた。
　本地区の事業計画における丘陵傾斜地の排水路改修
計画について、報告するものである。

　２．地区の概要

　本地区の受益面積は522haであり、小麦、てんさい、たま
ねぎ、ばれいしょ、スイートコーン等を組み合わせた畑作経
営のほか、飼料作物を栽培し
乳用牛を飼養する酪農経営
が展開されている（図-１）。
　流域内の地形は、常呂川
沿いに拓けた平坦地とその
北側の丘陵地で形成され
る。地質は、段丘堆積物と沖積層の分布が認められ、排水
路周辺は砂質土が主体である。
　排水路は、フクドジョウ等が生息する豊かな自然環境に
恵まれている。
　紅葉川幹線排水路は、前歴国営北栄土地改良事業（昭
和47年度～昭和53年度）により整備されたが、近年、降雨
条件（降雨量・降雨波形）の変化による流出量の増加に伴

い、排水路の排水能力が不足し、湛水被害が発生してい
る。また、経年的な劣化等により、施設の維持管理に多大
な費用を要している。
　このため、農地
の湛水被害の解
消および維持管理
の軽減を図り、農
業生産性の向上
及び農業経営の
安定に資すること
を目的としている。

　３．排水路の現況

（１） 排水路の構造・規模
　現況排水路は、連結ブロック護岸（三面装工）の台形断
面（法勾配1：1.5）であり、延長L＝4.0kmである。この区
間には、落差工（段落型、落差H＝1.0m～1.5m）14基が
設置されている。
　水路勾配は、SP＝880～2,480区間が急勾配（I＝1/65、
落差工9基）であり、SP＝0～880区間（I＝1/108～1/150、
落差工1基）及びSP＝2,480～4,000区間（I＝1/200、落
差工4基）は、比較的緩勾配となっている（図-２）。

（２） 計画排水量の算定
１) 計画基準降雨
　計画基準降雨は、ティーセン法により選定した『境野地
域気象観測所』（図-３）における近年30か年（平成５年
～令和４年）の降雨観測記録より、「24時間雨量80mm
以上の降雨」又は「１時間雨量20mm以上かつ湛水被害
が発生した降雨」を対象に抽出した降雨の中で、出現頻度
が多い降雨日数『２日連続降雨』、降雨山型『後方山型』を
採用した。
　地区周辺の気象観測所における近年30か年（平成５年
～令和４年）の降雨データを基に、岩井法（確率計算）に
よって年最大２日連続雨量分布図（1/10確率）を作成し、
等雨量線法（等雨量線分割面積加重平均）により計画基
準雨量を146mm/2日とした（図-４）。
　また、「24時間雨量80mm以上、１時間雨量20mm以
上、後方山型」の降雨について、降雨量、降雨強度、降雨
時間及び降雨波形の総合評価により、『平成15年８月９日
～10日』の降雨を基降雨に選定し、時間降雨量（実測降
雨量）の割合で計画基準雨量（146mm/2日）を配分し、
計画基準降雨を決定した（図-５）。

２) 単位流出量
　単位流出量は、本排水路において実施された流量観測
結果（令和元年～令和４年）と境野地域気象観測所にお
ける降雨観測記録より、計画基準降雨における有効雨量
と基底流出量を設定し、流出解析（単位図法）により算定
した（図-６）。

（３） 排水能力の不足状況
　本地区では、10年確率雨量が前歴102mm/日から計
画146mm/2日に変化している。
　また、農地開発、農業生産団地の造成が行われたほか、
これらに伴う道路造成等により流域内の土地利用に変化
が生じており、単位流出量は前歴0.50m3/s/km2から計画
2.615m3/s/km2に増加している（図-７）。
　近年10か年（平成26年～令和５年）において湛水被害
が２回発生している（表-１、写真-１）。
　計画排水諸元を基に水理解析を行った結果、排水路の
全線において、排水能力の不足が確認された。

（４） 機能低下状況及び施設整備の必要性
　紅葉川幹線排水路は、前歴事業による整備から40年以
上が経過し、機能診断調査の結果、法面の沈下・変形や
連結ブロックの剥がれ・ズレが確認されており、全線にお
いて健全度S-3と診断された。
　また、排水路の急勾配部においては、排水量の増加に
伴う流速増加と射流発生により、近年10か年（平成26年
～令和５年）において護岸ブロック崩壊等の施設被害が
５回発生している（表-２、写真-２）。
　このことから、経年劣化等による機能低下が顕在化して
おり、本排水路の排水能力不足の解消と湛水被害の防止
により、農業生産性の維持・向上と地域の防災・減災力の
向上を一体的に推進する必要がある。

　４．排水路改修計画の検討

（１） 整備区間
　前述の通り、紅葉川幹線排水路の全線において計画排
水量に対する排水能力が不足していることから、排水路の
全線（SP＝0～4,000）を整備区間とし、断面拡幅による排
水能力の確保及び縦断勾配の修正（見直し）による射流
の解消を図るものとした。

（２） 路線位置
　現況の路線位置は、地形的に最低位部を流下してお
り、流域内の排水流下に適した路線位置となっている。ま

た、放水路設置等の流域再編を検討すべき周辺流域がな
いことから、現況路線位置を踏襲するものとした（図-８）。

（３） 縦断計画
　排水路の縦断計画（縦断線形）は、排水機能の確保と
施設被害防止の観点から、平坦部と急勾配部に区分し、
経済性を踏まえて決定した。

１) 平坦部
　平坦部（SP＝0～880、SP＝2,480～4,000）では、排水
能力が不足しているものの、施設被害が発生していないこ
とから、現況水路勾配を踏襲するものとした。

２) 急勾配部
　急勾配部（SP＝880～2,480）では、排水量の増加に
伴う流速増加と射流発生により、護岸ブロック崩壊等の
施設被害が発生していることから、水路勾配の変更を検
討した。水路勾配の検討条件は、排水機能確保と施設被
害防止の観点から、次の通りとした。

３) 水路勾配の検討条件
ａ) 常流となる勾配を設定
　施設被害が射流区間で発生していることから、現況で
射流となっている急勾配部において、計画排水量流下時
に常流となるような勾配を設定する。
ｂ) 最小切深1.50m以上を確保
　排水路の切深は、暗渠排水による地下水排除に必要な
深さ1.50m以上を確保する。

ｃ) 勾配の急変を避ける
　縦断勾配を急変させると、排水路敷が不安定となること
が多いので、「排水路計画設計技術指針（平成25年３
月）」1）（以下、「指針」という。） に準拠し、縦断勾配の変化
比は緩勾配から急勾配となる場合は変化比2/3以上、急
勾配から緩勾配となる場合は変化比2.0以下となるように
設定する（表-３、図-９）。

ｄ) 落差高の制限
　落差は、大きくとる方が減勢効果が高く有利であるが、
落下水脈による異常なエネルギーを生ずるため、指針に
準拠し、原則として1.5mを上限とする。
　水路勾配は、急勾配とすると切深・水深および余剰落差
が小さくなり、土工・護岸高および落差工設置数が少なく
なる。一方、流速が大きくなるため護岸ブロック重量や落
差工規模（延長）が大きくなるといった相反関係が生じる。
　このため、表-４、図-10～図-13に示す４案について、
水路勾配に応じた土工・護岸工（護岸高、ブロック重量）
および落差工（設置数、規模）の比較検討を行い、経済性
に優れる『第３案（I＝1/200）』を採用した（表-５）。
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（４） 横断計画
　排水路の断面形状は、指針に準拠し、現況と同様に掘
込河道方式の単断面（台形断面、法勾配1：1.5）とした。

（５） 護岸計画
１) 護岸の必要性
　低水護岸の必要性は、「土地改良事業計画設計基準及
び運用・解説　設計「水路工」（平成26年３月）」2）に準拠
し、２年確率流量における流速により検討した。
　低水護岸部の土質は、砂礫が分布していることから、砂
質土の最大許容流速0.68m/s（＝0.45m/s×1.5）を目安
として、低水護岸の必要性を判定した。
　２年確率流量流下時の流速はＶ＝1.250～1.911m/s
であり、砂質土の最大許容流速0.68m/sを上回ることか
ら、排水路の全線において護岸が必要と判断した。

２) 護岸形式
　春先の融雪出水により浸食破壊されやすい融雪水位
（設計洪水位の30％）までの護岸形式は、コンクリートまた
は石礫を用いた工法とし、適用可能なカゴマット（傾斜式、

法留式）と連結ブロックでの経済比較により『連結ブロッ
ク』を採用した（表-６）。
　護岸基礎工は、河床材が砂質土で支持性が良いため、
連結ブロックを法勾配に沿って河床以下まで延ばす傾斜
式（突込み）基礎工を採用した。 
　なお、基礎工の掘削埋戻し部分は流失しやすいので、寄
石（割栗石）による根固め工を設けるものとした。

３) 法覆工
　融雪水位～年洪水位は、法覆工を施すものとし、設計
流速Ｖ＝1.250～1.911m/sより、指針に準拠し、『植生マ
ット』を採用した（表－７）。
　なお、過去の施設被害は、連結ブロック端部から発生す
る「めくれ」破壊が多く見られることから、法覆工頂部をア
ンカーピンで法面基盤に固定する『簡易巻止め工』、法覆
工上流部から法覆工背面に回る流水を遮断する『小口止
め工』、また、「めくれ」破壊が法覆工下流部に拡大するの
を防止するため、縦断方向に一定の間隔（概ね30～50m
程度）で法覆工を分断する『横帯工』を設けるものとした。

４) 被覆工
　年洪水位～法肩の範囲は、法面の浸食防止対策として
被覆工を施すものとし、『自然繊維シート』を採用した。
　以上より決定した標準断面図を示す（図-14）。

（６） 仮設計画
　本排水路は、現況敷幅が1.0mと狭いことから半川締切
りによる半断面施工が困難である。また、水路沿いに道路
や宅地等が隣接しており、用地的な制約から河岸への仮
排水路の設置が困難である。
　このため、本排水路の施工にあたっては、全川締切りと

して水中ポンプによる仮排水を計画した（図-15）。仮排水
流量は、流量観測結果における「年平均流量」によりポン
プ口径・台数を決定した。仮締切内への浸透水は、水中ポ
ンプによる水替えを計画し、魚類の生息環境に配慮して濁
水処理施設設置を計画し、排水路及び下流河川への濁
水流出防止を図ることとした。

（７） 落差工
　落差工の型式は、魚類の生活史に配慮しつつ、経済性
を踏まえて傾斜型落差工を採用した（表-８）。
　落差工本体の勾配はI＝1/10とし、落差工の下流は、高
流速で流れが乱れる区間であるため、流水のエネルギー
を確実に減勢できる長さの護床工を設けるものとした。
　護床工の長さは、「床止めの構造設計手引き」3）に準拠
して決定した。

　５．おわりに

　本報では、降雨条件（降雨量・降雨波形）の変化等によ
る排水量の増加に伴い、排水能力不足による湛水被害と、
流速増加による施設被害が生じている丘陵傾斜地におけ
る排水路改修計画の主な検討内容について述べた。
　本地区のみならず、近年、降雨条件の変化等による湛水
被害や施設被害が増加している状況にある。このような状
況の中、適切な施設整備を行うことにより、農業生産性の
維持・向上と地域の防災・減災力の向上が推進されていく
ことを期待するものである。
　本報の作成にあたり、網走開発建設部の関係各位に
御指導・御助言をいただきました。ここに記して御礼申し
上げます。

　最後に、本稿発表の機会を下さいました(一社)北海道
土地改良設計技術協会各位に感謝申し上げます。

株式会社アルファ技研 　　　　　　　　　　
調査計画グループ長（農業土木技術管理士）
調査計画グループ技術員（技術士補）　　　　　
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図-10　縦断図（第１案）

図-11　縦断図（第２案）



　1. はじめに

　本報の対象地区（訓子府北栄地区）は、オホーツク総合
振興局管内訓子府町及び置戸町に位置する一級河川常呂
川支流の紅葉川幹線排水路流域に拓けた畑地帯である。
　本地区では、近年の降雨量等の変化による排水量の増
加に伴い、排水路の排水能力不足による湛水被害が発生
している。また、排水路の急勾配部においては、排水量増
加に伴う流速増加と射流発生による護岸ブロック崩壊等
の施設被害が発生している。
　このため、紅葉川幹線排水路においては、排水能力の
不足解消に向けた排水路断面の確保（拡幅）による湛水
被害の対策に加え、急勾配部の縦断勾配の見直しによる
施設被害への対策が課題となっていた。
　本地区の事業計画における丘陵傾斜地の排水路改修
計画について、報告するものである。

　２．地区の概要

　本地区の受益面積は522haであり、小麦、てんさい、たま
ねぎ、ばれいしょ、スイートコーン等を組み合わせた畑作経
営のほか、飼料作物を栽培し
乳用牛を飼養する酪農経営
が展開されている（図-１）。
　流域内の地形は、常呂川
沿いに拓けた平坦地とその
北側の丘陵地で形成され
る。地質は、段丘堆積物と沖積層の分布が認められ、排水
路周辺は砂質土が主体である。
　排水路は、フクドジョウ等が生息する豊かな自然環境に
恵まれている。
　紅葉川幹線排水路は、前歴国営北栄土地改良事業（昭
和47年度～昭和53年度）により整備されたが、近年、降雨
条件（降雨量・降雨波形）の変化による流出量の増加に伴

い、排水路の排水能力が不足し、湛水被害が発生してい
る。また、経年的な劣化等により、施設の維持管理に多大
な費用を要している。
　このため、農地
の湛水被害の解
消および維持管理
の軽減を図り、農
業生産性の向上
及び農業経営の
安定に資すること
を目的としている。

　３．排水路の現況

（１） 排水路の構造・規模
　現況排水路は、連結ブロック護岸（三面装工）の台形断
面（法勾配1：1.5）であり、延長L＝4.0kmである。この区
間には、落差工（段落型、落差H＝1.0m～1.5m）14基が
設置されている。
　水路勾配は、SP＝880～2,480区間が急勾配（I＝1/65、
落差工9基）であり、SP＝0～880区間（I＝1/108～1/150、
落差工1基）及びSP＝2,480～4,000区間（I＝1/200、落
差工4基）は、比較的緩勾配となっている（図-２）。

（２） 計画排水量の算定
１) 計画基準降雨
　計画基準降雨は、ティーセン法により選定した『境野地
域気象観測所』（図-３）における近年30か年（平成５年
～令和４年）の降雨観測記録より、「24時間雨量80mm
以上の降雨」又は「１時間雨量20mm以上かつ湛水被害
が発生した降雨」を対象に抽出した降雨の中で、出現頻度
が多い降雨日数『２日連続降雨』、降雨山型『後方山型』を
採用した。
　地区周辺の気象観測所における近年30か年（平成５年
～令和４年）の降雨データを基に、岩井法（確率計算）に
よって年最大２日連続雨量分布図（1/10確率）を作成し、
等雨量線法（等雨量線分割面積加重平均）により計画基
準雨量を146mm/2日とした（図-４）。
　また、「24時間雨量80mm以上、１時間雨量20mm以
上、後方山型」の降雨について、降雨量、降雨強度、降雨
時間及び降雨波形の総合評価により、『平成15年８月９日
～10日』の降雨を基降雨に選定し、時間降雨量（実測降
雨量）の割合で計画基準雨量（146mm/2日）を配分し、
計画基準降雨を決定した（図-５）。

２) 単位流出量
　単位流出量は、本排水路において実施された流量観測
結果（令和元年～令和４年）と境野地域気象観測所にお
ける降雨観測記録より、計画基準降雨における有効雨量
と基底流出量を設定し、流出解析（単位図法）により算定
した（図-６）。

（３） 排水能力の不足状況
　本地区では、10年確率雨量が前歴102mm/日から計
画146mm/2日に変化している。
　また、農地開発、農業生産団地の造成が行われたほか、
これらに伴う道路造成等により流域内の土地利用に変化
が生じており、単位流出量は前歴0.50m3/s/km2から計画
2.615m3/s/km2に増加している（図-７）。
　近年10か年（平成26年～令和５年）において湛水被害
が２回発生している（表-１、写真-１）。
　計画排水諸元を基に水理解析を行った結果、排水路の
全線において、排水能力の不足が確認された。

（４） 機能低下状況及び施設整備の必要性
　紅葉川幹線排水路は、前歴事業による整備から40年以
上が経過し、機能診断調査の結果、法面の沈下・変形や
連結ブロックの剥がれ・ズレが確認されており、全線にお
いて健全度S-3と診断された。
　また、排水路の急勾配部においては、排水量の増加に
伴う流速増加と射流発生により、近年10か年（平成26年
～令和５年）において護岸ブロック崩壊等の施設被害が
５回発生している（表-２、写真-２）。
　このことから、経年劣化等による機能低下が顕在化して
おり、本排水路の排水能力不足の解消と湛水被害の防止
により、農業生産性の維持・向上と地域の防災・減災力の
向上を一体的に推進する必要がある。

　４．排水路改修計画の検討

（１） 整備区間
　前述の通り、紅葉川幹線排水路の全線において計画排
水量に対する排水能力が不足していることから、排水路の
全線（SP＝0～4,000）を整備区間とし、断面拡幅による排
水能力の確保及び縦断勾配の修正（見直し）による射流
の解消を図るものとした。

（２） 路線位置
　現況の路線位置は、地形的に最低位部を流下してお
り、流域内の排水流下に適した路線位置となっている。ま

た、放水路設置等の流域再編を検討すべき周辺流域がな
いことから、現況路線位置を踏襲するものとした（図-８）。

（３） 縦断計画
　排水路の縦断計画（縦断線形）は、排水機能の確保と
施設被害防止の観点から、平坦部と急勾配部に区分し、
経済性を踏まえて決定した。

１) 平坦部
　平坦部（SP＝0～880、SP＝2,480～4,000）では、排水
能力が不足しているものの、施設被害が発生していないこ
とから、現況水路勾配を踏襲するものとした。

２) 急勾配部
　急勾配部（SP＝880～2,480）では、排水量の増加に
伴う流速増加と射流発生により、護岸ブロック崩壊等の
施設被害が発生していることから、水路勾配の変更を検
討した。水路勾配の検討条件は、排水機能確保と施設被
害防止の観点から、次の通りとした。

３) 水路勾配の検討条件
ａ) 常流となる勾配を設定
　施設被害が射流区間で発生していることから、現況で
射流となっている急勾配部において、計画排水量流下時
に常流となるような勾配を設定する。
ｂ) 最小切深1.50m以上を確保
　排水路の切深は、暗渠排水による地下水排除に必要な
深さ1.50m以上を確保する。

ｃ) 勾配の急変を避ける
　縦断勾配を急変させると、排水路敷が不安定となること
が多いので、「排水路計画設計技術指針（平成25年３
月）」1）（以下、「指針」という。） に準拠し、縦断勾配の変化
比は緩勾配から急勾配となる場合は変化比2/3以上、急
勾配から緩勾配となる場合は変化比2.0以下となるように
設定する（表-３、図-９）。

ｄ) 落差高の制限
　落差は、大きくとる方が減勢効果が高く有利であるが、
落下水脈による異常なエネルギーを生ずるため、指針に
準拠し、原則として1.5mを上限とする。
　水路勾配は、急勾配とすると切深・水深および余剰落差
が小さくなり、土工・護岸高および落差工設置数が少なく
なる。一方、流速が大きくなるため護岸ブロック重量や落
差工規模（延長）が大きくなるといった相反関係が生じる。
　このため、表-４、図-10～図-13に示す４案について、
水路勾配に応じた土工・護岸工（護岸高、ブロック重量）
および落差工（設置数、規模）の比較検討を行い、経済性
に優れる『第３案（I＝1/200）』を採用した（表-５）。
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（４） 横断計画
　排水路の断面形状は、指針に準拠し、現況と同様に掘
込河道方式の単断面（台形断面、法勾配1：1.5）とした。

（５） 護岸計画
１) 護岸の必要性
　低水護岸の必要性は、「土地改良事業計画設計基準及
び運用・解説　設計「水路工」（平成26年３月）」2）に準拠
し、２年確率流量における流速により検討した。
　低水護岸部の土質は、砂礫が分布していることから、砂
質土の最大許容流速0.68m/s（＝0.45m/s×1.5）を目安
として、低水護岸の必要性を判定した。
　２年確率流量流下時の流速はＶ＝1.250～1.911m/s
であり、砂質土の最大許容流速0.68m/sを上回ることか
ら、排水路の全線において護岸が必要と判断した。

２) 護岸形式
　春先の融雪出水により浸食破壊されやすい融雪水位
（設計洪水位の30％）までの護岸形式は、コンクリートまた
は石礫を用いた工法とし、適用可能なカゴマット（傾斜式、

法留式）と連結ブロックでの経済比較により『連結ブロッ
ク』を採用した（表-６）。
　護岸基礎工は、河床材が砂質土で支持性が良いため、
連結ブロックを法勾配に沿って河床以下まで延ばす傾斜
式（突込み）基礎工を採用した。 
　なお、基礎工の掘削埋戻し部分は流失しやすいので、寄
石（割栗石）による根固め工を設けるものとした。

３) 法覆工
　融雪水位～年洪水位は、法覆工を施すものとし、設計
流速Ｖ＝1.250～1.911m/sより、指針に準拠し、『植生マ
ット』を採用した（表－７）。
　なお、過去の施設被害は、連結ブロック端部から発生す
る「めくれ」破壊が多く見られることから、法覆工頂部をア
ンカーピンで法面基盤に固定する『簡易巻止め工』、法覆
工上流部から法覆工背面に回る流水を遮断する『小口止
め工』、また、「めくれ」破壊が法覆工下流部に拡大するの
を防止するため、縦断方向に一定の間隔（概ね30～50m
程度）で法覆工を分断する『横帯工』を設けるものとした。

４) 被覆工
　年洪水位～法肩の範囲は、法面の浸食防止対策として
被覆工を施すものとし、『自然繊維シート』を採用した。
　以上より決定した標準断面図を示す（図-14）。

（６） 仮設計画
　本排水路は、現況敷幅が1.0mと狭いことから半川締切
りによる半断面施工が困難である。また、水路沿いに道路
や宅地等が隣接しており、用地的な制約から河岸への仮
排水路の設置が困難である。
　このため、本排水路の施工にあたっては、全川締切りと

して水中ポンプによる仮排水を計画した（図-15）。仮排水
流量は、流量観測結果における「年平均流量」によりポン
プ口径・台数を決定した。仮締切内への浸透水は、水中ポ
ンプによる水替えを計画し、魚類の生息環境に配慮して濁
水処理施設設置を計画し、排水路及び下流河川への濁
水流出防止を図ることとした。

（７） 落差工
　落差工の型式は、魚類の生活史に配慮しつつ、経済性
を踏まえて傾斜型落差工を採用した（表-８）。
　落差工本体の勾配はI＝1/10とし、落差工の下流は、高
流速で流れが乱れる区間であるため、流水のエネルギー
を確実に減勢できる長さの護床工を設けるものとした。
　護床工の長さは、「床止めの構造設計手引き」3）に準拠
して決定した。

　５．おわりに

　本報では、降雨条件（降雨量・降雨波形）の変化等によ
る排水量の増加に伴い、排水能力不足による湛水被害と、
流速増加による施設被害が生じている丘陵傾斜地におけ
る排水路改修計画の主な検討内容について述べた。
　本地区のみならず、近年、降雨条件の変化等による湛水
被害や施設被害が増加している状況にある。このような状
況の中、適切な施設整備を行うことにより、農業生産性の
維持・向上と地域の防災・減災力の向上が推進されていく
ことを期待するものである。
　本報の作成にあたり、網走開発建設部の関係各位に
御指導・御助言をいただきました。ここに記して御礼申し
上げます。

　最後に、本稿発表の機会を下さいました(一社)北海道
土地改良設計技術協会各位に感謝申し上げます。

株式会社アルファ技研 　　　　　　　　　　
調査計画グループ長（農業土木技術管理士）
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図-12　縦断図（第３案）【採用】

図-13　縦断図（第４案）



　1. はじめに

　本報の対象地区（訓子府北栄地区）は、オホーツク総合
振興局管内訓子府町及び置戸町に位置する一級河川常呂
川支流の紅葉川幹線排水路流域に拓けた畑地帯である。
　本地区では、近年の降雨量等の変化による排水量の増
加に伴い、排水路の排水能力不足による湛水被害が発生
している。また、排水路の急勾配部においては、排水量増
加に伴う流速増加と射流発生による護岸ブロック崩壊等
の施設被害が発生している。
　このため、紅葉川幹線排水路においては、排水能力の
不足解消に向けた排水路断面の確保（拡幅）による湛水
被害の対策に加え、急勾配部の縦断勾配の見直しによる
施設被害への対策が課題となっていた。
　本地区の事業計画における丘陵傾斜地の排水路改修
計画について、報告するものである。

　２．地区の概要

　本地区の受益面積は522haであり、小麦、てんさい、たま
ねぎ、ばれいしょ、スイートコーン等を組み合わせた畑作経
営のほか、飼料作物を栽培し
乳用牛を飼養する酪農経営
が展開されている（図-１）。
　流域内の地形は、常呂川
沿いに拓けた平坦地とその
北側の丘陵地で形成され
る。地質は、段丘堆積物と沖積層の分布が認められ、排水
路周辺は砂質土が主体である。
　排水路は、フクドジョウ等が生息する豊かな自然環境に
恵まれている。
　紅葉川幹線排水路は、前歴国営北栄土地改良事業（昭
和47年度～昭和53年度）により整備されたが、近年、降雨
条件（降雨量・降雨波形）の変化による流出量の増加に伴

い、排水路の排水能力が不足し、湛水被害が発生してい
る。また、経年的な劣化等により、施設の維持管理に多大
な費用を要している。
　このため、農地
の湛水被害の解
消および維持管理
の軽減を図り、農
業生産性の向上
及び農業経営の
安定に資すること
を目的としている。

　３．排水路の現況

（１） 排水路の構造・規模
　現況排水路は、連結ブロック護岸（三面装工）の台形断
面（法勾配1：1.5）であり、延長L＝4.0kmである。この区
間には、落差工（段落型、落差H＝1.0m～1.5m）14基が
設置されている。
　水路勾配は、SP＝880～2,480区間が急勾配（I＝1/65、
落差工9基）であり、SP＝0～880区間（I＝1/108～1/150、
落差工1基）及びSP＝2,480～4,000区間（I＝1/200、落
差工4基）は、比較的緩勾配となっている（図-２）。

（２） 計画排水量の算定
１) 計画基準降雨
　計画基準降雨は、ティーセン法により選定した『境野地
域気象観測所』（図-３）における近年30か年（平成５年
～令和４年）の降雨観測記録より、「24時間雨量80mm
以上の降雨」又は「１時間雨量20mm以上かつ湛水被害
が発生した降雨」を対象に抽出した降雨の中で、出現頻度
が多い降雨日数『２日連続降雨』、降雨山型『後方山型』を
採用した。
　地区周辺の気象観測所における近年30か年（平成５年
～令和４年）の降雨データを基に、岩井法（確率計算）に
よって年最大２日連続雨量分布図（1/10確率）を作成し、
等雨量線法（等雨量線分割面積加重平均）により計画基
準雨量を146mm/2日とした（図-４）。
　また、「24時間雨量80mm以上、１時間雨量20mm以
上、後方山型」の降雨について、降雨量、降雨強度、降雨
時間及び降雨波形の総合評価により、『平成15年８月９日
～10日』の降雨を基降雨に選定し、時間降雨量（実測降
雨量）の割合で計画基準雨量（146mm/2日）を配分し、
計画基準降雨を決定した（図-５）。

２) 単位流出量
　単位流出量は、本排水路において実施された流量観測
結果（令和元年～令和４年）と境野地域気象観測所にお
ける降雨観測記録より、計画基準降雨における有効雨量
と基底流出量を設定し、流出解析（単位図法）により算定
した（図-６）。

（３） 排水能力の不足状況
　本地区では、10年確率雨量が前歴102mm/日から計
画146mm/2日に変化している。
　また、農地開発、農業生産団地の造成が行われたほか、
これらに伴う道路造成等により流域内の土地利用に変化
が生じており、単位流出量は前歴0.50m3/s/km2から計画
2.615m3/s/km2に増加している（図-７）。
　近年10か年（平成26年～令和５年）において湛水被害
が２回発生している（表-１、写真-１）。
　計画排水諸元を基に水理解析を行った結果、排水路の
全線において、排水能力の不足が確認された。

（４） 機能低下状況及び施設整備の必要性
　紅葉川幹線排水路は、前歴事業による整備から40年以
上が経過し、機能診断調査の結果、法面の沈下・変形や
連結ブロックの剥がれ・ズレが確認されており、全線にお
いて健全度S-3と診断された。
　また、排水路の急勾配部においては、排水量の増加に
伴う流速増加と射流発生により、近年10か年（平成26年
～令和５年）において護岸ブロック崩壊等の施設被害が
５回発生している（表-２、写真-２）。
　このことから、経年劣化等による機能低下が顕在化して
おり、本排水路の排水能力不足の解消と湛水被害の防止
により、農業生産性の維持・向上と地域の防災・減災力の
向上を一体的に推進する必要がある。

　４．排水路改修計画の検討

（１） 整備区間
　前述の通り、紅葉川幹線排水路の全線において計画排
水量に対する排水能力が不足していることから、排水路の
全線（SP＝0～4,000）を整備区間とし、断面拡幅による排
水能力の確保及び縦断勾配の修正（見直し）による射流
の解消を図るものとした。

（２） 路線位置
　現況の路線位置は、地形的に最低位部を流下してお
り、流域内の排水流下に適した路線位置となっている。ま

た、放水路設置等の流域再編を検討すべき周辺流域がな
いことから、現況路線位置を踏襲するものとした（図-８）。

（３） 縦断計画
　排水路の縦断計画（縦断線形）は、排水機能の確保と
施設被害防止の観点から、平坦部と急勾配部に区分し、
経済性を踏まえて決定した。

１) 平坦部
　平坦部（SP＝0～880、SP＝2,480～4,000）では、排水
能力が不足しているものの、施設被害が発生していないこ
とから、現況水路勾配を踏襲するものとした。

２) 急勾配部
　急勾配部（SP＝880～2,480）では、排水量の増加に
伴う流速増加と射流発生により、護岸ブロック崩壊等の
施設被害が発生していることから、水路勾配の変更を検
討した。水路勾配の検討条件は、排水機能確保と施設被
害防止の観点から、次の通りとした。

３) 水路勾配の検討条件
ａ) 常流となる勾配を設定
　施設被害が射流区間で発生していることから、現況で
射流となっている急勾配部において、計画排水量流下時
に常流となるような勾配を設定する。
ｂ) 最小切深1.50m以上を確保
　排水路の切深は、暗渠排水による地下水排除に必要な
深さ1.50m以上を確保する。

ｃ) 勾配の急変を避ける
　縦断勾配を急変させると、排水路敷が不安定となること
が多いので、「排水路計画設計技術指針（平成25年３
月）」1）（以下、「指針」という。） に準拠し、縦断勾配の変化
比は緩勾配から急勾配となる場合は変化比2/3以上、急
勾配から緩勾配となる場合は変化比2.0以下となるように
設定する（表-３、図-９）。

ｄ) 落差高の制限
　落差は、大きくとる方が減勢効果が高く有利であるが、
落下水脈による異常なエネルギーを生ずるため、指針に
準拠し、原則として1.5mを上限とする。
　水路勾配は、急勾配とすると切深・水深および余剰落差
が小さくなり、土工・護岸高および落差工設置数が少なく
なる。一方、流速が大きくなるため護岸ブロック重量や落
差工規模（延長）が大きくなるといった相反関係が生じる。
　このため、表-４、図-10～図-13に示す４案について、
水路勾配に応じた土工・護岸工（護岸高、ブロック重量）
および落差工（設置数、規模）の比較検討を行い、経済性
に優れる『第３案（I＝1/200）』を採用した（表-５）。
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（４） 横断計画
　排水路の断面形状は、指針に準拠し、現況と同様に掘
込河道方式の単断面（台形断面、法勾配1：1.5）とした。

（５） 護岸計画
１) 護岸の必要性
　低水護岸の必要性は、「土地改良事業計画設計基準及
び運用・解説　設計「水路工」（平成26年３月）」2）に準拠
し、２年確率流量における流速により検討した。
　低水護岸部の土質は、砂礫が分布していることから、砂
質土の最大許容流速0.68m/s（＝0.45m/s×1.5）を目安
として、低水護岸の必要性を判定した。
　２年確率流量流下時の流速はＶ＝1.250～1.911m/s
であり、砂質土の最大許容流速0.68m/sを上回ることか
ら、排水路の全線において護岸が必要と判断した。

２) 護岸形式
　春先の融雪出水により浸食破壊されやすい融雪水位
（設計洪水位の30％）までの護岸形式は、コンクリートまた
は石礫を用いた工法とし、適用可能なカゴマット（傾斜式、

法留式）と連結ブロックでの経済比較により『連結ブロッ
ク』を採用した（表-６）。
　護岸基礎工は、河床材が砂質土で支持性が良いため、
連結ブロックを法勾配に沿って河床以下まで延ばす傾斜
式（突込み）基礎工を採用した。 
　なお、基礎工の掘削埋戻し部分は流失しやすいので、寄
石（割栗石）による根固め工を設けるものとした。

３) 法覆工
　融雪水位～年洪水位は、法覆工を施すものとし、設計
流速Ｖ＝1.250～1.911m/sより、指針に準拠し、『植生マ
ット』を採用した（表－７）。
　なお、過去の施設被害は、連結ブロック端部から発生す
る「めくれ」破壊が多く見られることから、法覆工頂部をア
ンカーピンで法面基盤に固定する『簡易巻止め工』、法覆
工上流部から法覆工背面に回る流水を遮断する『小口止
め工』、また、「めくれ」破壊が法覆工下流部に拡大するの
を防止するため、縦断方向に一定の間隔（概ね30～50m
程度）で法覆工を分断する『横帯工』を設けるものとした。

４) 被覆工
　年洪水位～法肩の範囲は、法面の浸食防止対策として
被覆工を施すものとし、『自然繊維シート』を採用した。
　以上より決定した標準断面図を示す（図-14）。

（６） 仮設計画
　本排水路は、現況敷幅が1.0mと狭いことから半川締切
りによる半断面施工が困難である。また、水路沿いに道路
や宅地等が隣接しており、用地的な制約から河岸への仮
排水路の設置が困難である。
　このため、本排水路の施工にあたっては、全川締切りと

して水中ポンプによる仮排水を計画した（図-15）。仮排水
流量は、流量観測結果における「年平均流量」によりポン
プ口径・台数を決定した。仮締切内への浸透水は、水中ポ
ンプによる水替えを計画し、魚類の生息環境に配慮して濁
水処理施設設置を計画し、排水路及び下流河川への濁
水流出防止を図ることとした。

（７） 落差工
　落差工の型式は、魚類の生活史に配慮しつつ、経済性
を踏まえて傾斜型落差工を採用した（表-８）。
　落差工本体の勾配はI＝1/10とし、落差工の下流は、高
流速で流れが乱れる区間であるため、流水のエネルギー
を確実に減勢できる長さの護床工を設けるものとした。
　護床工の長さは、「床止めの構造設計手引き」3）に準拠
して決定した。

　５．おわりに

　本報では、降雨条件（降雨量・降雨波形）の変化等によ
る排水量の増加に伴い、排水能力不足による湛水被害と、
流速増加による施設被害が生じている丘陵傾斜地におけ
る排水路改修計画の主な検討内容について述べた。
　本地区のみならず、近年、降雨条件の変化等による湛水
被害や施設被害が増加している状況にある。このような状
況の中、適切な施設整備を行うことにより、農業生産性の
維持・向上と地域の防災・減災力の向上が推進されていく
ことを期待するものである。
　本報の作成にあたり、網走開発建設部の関係各位に
御指導・御助言をいただきました。ここに記して御礼申し
上げます。

　最後に、本稿発表の機会を下さいました(一社)北海道
土地改良設計技術協会各位に感謝申し上げます。

株式会社アルファ技研 　　　　　　　　　　
調査計画グループ長（農業土木技術管理士）
調査計画グループ技術員（技術士補）　　　　　
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表-５　縦断計画の比較検討



　1. はじめに

　本報の対象地区（訓子府北栄地区）は、オホーツク総合
振興局管内訓子府町及び置戸町に位置する一級河川常呂
川支流の紅葉川幹線排水路流域に拓けた畑地帯である。
　本地区では、近年の降雨量等の変化による排水量の増
加に伴い、排水路の排水能力不足による湛水被害が発生
している。また、排水路の急勾配部においては、排水量増
加に伴う流速増加と射流発生による護岸ブロック崩壊等
の施設被害が発生している。
　このため、紅葉川幹線排水路においては、排水能力の
不足解消に向けた排水路断面の確保（拡幅）による湛水
被害の対策に加え、急勾配部の縦断勾配の見直しによる
施設被害への対策が課題となっていた。
　本地区の事業計画における丘陵傾斜地の排水路改修
計画について、報告するものである。

　２．地区の概要

　本地区の受益面積は522haであり、小麦、てんさい、たま
ねぎ、ばれいしょ、スイートコーン等を組み合わせた畑作経
営のほか、飼料作物を栽培し
乳用牛を飼養する酪農経営
が展開されている（図-１）。
　流域内の地形は、常呂川
沿いに拓けた平坦地とその
北側の丘陵地で形成され
る。地質は、段丘堆積物と沖積層の分布が認められ、排水
路周辺は砂質土が主体である。
　排水路は、フクドジョウ等が生息する豊かな自然環境に
恵まれている。
　紅葉川幹線排水路は、前歴国営北栄土地改良事業（昭
和47年度～昭和53年度）により整備されたが、近年、降雨
条件（降雨量・降雨波形）の変化による流出量の増加に伴

い、排水路の排水能力が不足し、湛水被害が発生してい
る。また、経年的な劣化等により、施設の維持管理に多大
な費用を要している。
　このため、農地
の湛水被害の解
消および維持管理
の軽減を図り、農
業生産性の向上
及び農業経営の
安定に資すること
を目的としている。

　３．排水路の現況

（１） 排水路の構造・規模
　現況排水路は、連結ブロック護岸（三面装工）の台形断
面（法勾配1：1.5）であり、延長L＝4.0kmである。この区
間には、落差工（段落型、落差H＝1.0m～1.5m）14基が
設置されている。
　水路勾配は、SP＝880～2,480区間が急勾配（I＝1/65、
落差工9基）であり、SP＝0～880区間（I＝1/108～1/150、
落差工1基）及びSP＝2,480～4,000区間（I＝1/200、落
差工4基）は、比較的緩勾配となっている（図-２）。

（２） 計画排水量の算定
１) 計画基準降雨
　計画基準降雨は、ティーセン法により選定した『境野地
域気象観測所』（図-３）における近年30か年（平成５年
～令和４年）の降雨観測記録より、「24時間雨量80mm
以上の降雨」又は「１時間雨量20mm以上かつ湛水被害
が発生した降雨」を対象に抽出した降雨の中で、出現頻度
が多い降雨日数『２日連続降雨』、降雨山型『後方山型』を
採用した。
　地区周辺の気象観測所における近年30か年（平成５年
～令和４年）の降雨データを基に、岩井法（確率計算）に
よって年最大２日連続雨量分布図（1/10確率）を作成し、
等雨量線法（等雨量線分割面積加重平均）により計画基
準雨量を146mm/2日とした（図-４）。
　また、「24時間雨量80mm以上、１時間雨量20mm以
上、後方山型」の降雨について、降雨量、降雨強度、降雨
時間及び降雨波形の総合評価により、『平成15年８月９日
～10日』の降雨を基降雨に選定し、時間降雨量（実測降
雨量）の割合で計画基準雨量（146mm/2日）を配分し、
計画基準降雨を決定した（図-５）。

２) 単位流出量
　単位流出量は、本排水路において実施された流量観測
結果（令和元年～令和４年）と境野地域気象観測所にお
ける降雨観測記録より、計画基準降雨における有効雨量
と基底流出量を設定し、流出解析（単位図法）により算定
した（図-６）。

（３） 排水能力の不足状況
　本地区では、10年確率雨量が前歴102mm/日から計
画146mm/2日に変化している。
　また、農地開発、農業生産団地の造成が行われたほか、
これらに伴う道路造成等により流域内の土地利用に変化
が生じており、単位流出量は前歴0.50m3/s/km2から計画
2.615m3/s/km2に増加している（図-７）。
　近年10か年（平成26年～令和５年）において湛水被害
が２回発生している（表-１、写真-１）。
　計画排水諸元を基に水理解析を行った結果、排水路の
全線において、排水能力の不足が確認された。

（４） 機能低下状況及び施設整備の必要性
　紅葉川幹線排水路は、前歴事業による整備から40年以
上が経過し、機能診断調査の結果、法面の沈下・変形や
連結ブロックの剥がれ・ズレが確認されており、全線にお
いて健全度S-3と診断された。
　また、排水路の急勾配部においては、排水量の増加に
伴う流速増加と射流発生により、近年10か年（平成26年
～令和５年）において護岸ブロック崩壊等の施設被害が
５回発生している（表-２、写真-２）。
　このことから、経年劣化等による機能低下が顕在化して
おり、本排水路の排水能力不足の解消と湛水被害の防止
により、農業生産性の維持・向上と地域の防災・減災力の
向上を一体的に推進する必要がある。

　４．排水路改修計画の検討

（１） 整備区間
　前述の通り、紅葉川幹線排水路の全線において計画排
水量に対する排水能力が不足していることから、排水路の
全線（SP＝0～4,000）を整備区間とし、断面拡幅による排
水能力の確保及び縦断勾配の修正（見直し）による射流
の解消を図るものとした。

（２） 路線位置
　現況の路線位置は、地形的に最低位部を流下してお
り、流域内の排水流下に適した路線位置となっている。ま

た、放水路設置等の流域再編を検討すべき周辺流域がな
いことから、現況路線位置を踏襲するものとした（図-８）。

（３） 縦断計画
　排水路の縦断計画（縦断線形）は、排水機能の確保と
施設被害防止の観点から、平坦部と急勾配部に区分し、
経済性を踏まえて決定した。

１) 平坦部
　平坦部（SP＝0～880、SP＝2,480～4,000）では、排水
能力が不足しているものの、施設被害が発生していないこ
とから、現況水路勾配を踏襲するものとした。

２) 急勾配部
　急勾配部（SP＝880～2,480）では、排水量の増加に
伴う流速増加と射流発生により、護岸ブロック崩壊等の
施設被害が発生していることから、水路勾配の変更を検
討した。水路勾配の検討条件は、排水機能確保と施設被
害防止の観点から、次の通りとした。

３) 水路勾配の検討条件
ａ) 常流となる勾配を設定
　施設被害が射流区間で発生していることから、現況で
射流となっている急勾配部において、計画排水量流下時
に常流となるような勾配を設定する。
ｂ) 最小切深1.50m以上を確保
　排水路の切深は、暗渠排水による地下水排除に必要な
深さ1.50m以上を確保する。

ｃ) 勾配の急変を避ける
　縦断勾配を急変させると、排水路敷が不安定となること
が多いので、「排水路計画設計技術指針（平成25年３
月）」1）（以下、「指針」という。） に準拠し、縦断勾配の変化
比は緩勾配から急勾配となる場合は変化比2/3以上、急
勾配から緩勾配となる場合は変化比2.0以下となるように
設定する（表-３、図-９）。

ｄ) 落差高の制限
　落差は、大きくとる方が減勢効果が高く有利であるが、
落下水脈による異常なエネルギーを生ずるため、指針に
準拠し、原則として1.5mを上限とする。
　水路勾配は、急勾配とすると切深・水深および余剰落差
が小さくなり、土工・護岸高および落差工設置数が少なく
なる。一方、流速が大きくなるため護岸ブロック重量や落
差工規模（延長）が大きくなるといった相反関係が生じる。
　このため、表-４、図-10～図-13に示す４案について、
水路勾配に応じた土工・護岸工（護岸高、ブロック重量）
および落差工（設置数、規模）の比較検討を行い、経済性
に優れる『第３案（I＝1/200）』を採用した（表-５）。
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（４） 横断計画
　排水路の断面形状は、指針に準拠し、現況と同様に掘
込河道方式の単断面（台形断面、法勾配1：1.5）とした。

（５） 護岸計画
１) 護岸の必要性
　低水護岸の必要性は、「土地改良事業計画設計基準及
び運用・解説　設計「水路工」（平成26年３月）」2）に準拠
し、２年確率流量における流速により検討した。
　低水護岸部の土質は、砂礫が分布していることから、砂
質土の最大許容流速0.68m/s（＝0.45m/s×1.5）を目安
として、低水護岸の必要性を判定した。
　２年確率流量流下時の流速はＶ＝1.250～1.911m/s
であり、砂質土の最大許容流速0.68m/sを上回ることか
ら、排水路の全線において護岸が必要と判断した。

２) 護岸形式
　春先の融雪出水により浸食破壊されやすい融雪水位
（設計洪水位の30％）までの護岸形式は、コンクリートまた
は石礫を用いた工法とし、適用可能なカゴマット（傾斜式、

法留式）と連結ブロックでの経済比較により『連結ブロッ
ク』を採用した（表-６）。
　護岸基礎工は、河床材が砂質土で支持性が良いため、
連結ブロックを法勾配に沿って河床以下まで延ばす傾斜
式（突込み）基礎工を採用した。 
　なお、基礎工の掘削埋戻し部分は流失しやすいので、寄
石（割栗石）による根固め工を設けるものとした。

３) 法覆工
　融雪水位～年洪水位は、法覆工を施すものとし、設計
流速Ｖ＝1.250～1.911m/sより、指針に準拠し、『植生マ
ット』を採用した（表－７）。
　なお、過去の施設被害は、連結ブロック端部から発生す
る「めくれ」破壊が多く見られることから、法覆工頂部をア
ンカーピンで法面基盤に固定する『簡易巻止め工』、法覆
工上流部から法覆工背面に回る流水を遮断する『小口止
め工』、また、「めくれ」破壊が法覆工下流部に拡大するの
を防止するため、縦断方向に一定の間隔（概ね30～50m
程度）で法覆工を分断する『横帯工』を設けるものとした。

４) 被覆工
　年洪水位～法肩の範囲は、法面の浸食防止対策として
被覆工を施すものとし、『自然繊維シート』を採用した。
　以上より決定した標準断面図を示す（図-14）。

（６） 仮設計画
　本排水路は、現況敷幅が1.0mと狭いことから半川締切
りによる半断面施工が困難である。また、水路沿いに道路
や宅地等が隣接しており、用地的な制約から河岸への仮
排水路の設置が困難である。
　このため、本排水路の施工にあたっては、全川締切りと

して水中ポンプによる仮排水を計画した（図-15）。仮排水
流量は、流量観測結果における「年平均流量」によりポン
プ口径・台数を決定した。仮締切内への浸透水は、水中ポ
ンプによる水替えを計画し、魚類の生息環境に配慮して濁
水処理施設設置を計画し、排水路及び下流河川への濁
水流出防止を図ることとした。

（７） 落差工
　落差工の型式は、魚類の生活史に配慮しつつ、経済性
を踏まえて傾斜型落差工を採用した（表-８）。
　落差工本体の勾配はI＝1/10とし、落差工の下流は、高
流速で流れが乱れる区間であるため、流水のエネルギー
を確実に減勢できる長さの護床工を設けるものとした。
　護床工の長さは、「床止めの構造設計手引き」3）に準拠
して決定した。

　５．おわりに

　本報では、降雨条件（降雨量・降雨波形）の変化等によ
る排水量の増加に伴い、排水能力不足による湛水被害と、
流速増加による施設被害が生じている丘陵傾斜地におけ
る排水路改修計画の主な検討内容について述べた。
　本地区のみならず、近年、降雨条件の変化等による湛水
被害や施設被害が増加している状況にある。このような状
況の中、適切な施設整備を行うことにより、農業生産性の
維持・向上と地域の防災・減災力の向上が推進されていく
ことを期待するものである。
　本報の作成にあたり、網走開発建設部の関係各位に
御指導・御助言をいただきました。ここに記して御礼申し
上げます。

　最後に、本稿発表の機会を下さいました(一社)北海道
土地改良設計技術協会各位に感謝申し上げます。

株式会社アルファ技研 　　　　　　　　　　
調査計画グループ長（農業土木技術管理士）
調査計画グループ技術員（技術士補）　　　　　
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　1. はじめに

　本報の対象地区（訓子府北栄地区）は、オホーツク総合
振興局管内訓子府町及び置戸町に位置する一級河川常呂
川支流の紅葉川幹線排水路流域に拓けた畑地帯である。
　本地区では、近年の降雨量等の変化による排水量の増
加に伴い、排水路の排水能力不足による湛水被害が発生
している。また、排水路の急勾配部においては、排水量増
加に伴う流速増加と射流発生による護岸ブロック崩壊等
の施設被害が発生している。
　このため、紅葉川幹線排水路においては、排水能力の
不足解消に向けた排水路断面の確保（拡幅）による湛水
被害の対策に加え、急勾配部の縦断勾配の見直しによる
施設被害への対策が課題となっていた。
　本地区の事業計画における丘陵傾斜地の排水路改修
計画について、報告するものである。

　２．地区の概要

　本地区の受益面積は522haであり、小麦、てんさい、たま
ねぎ、ばれいしょ、スイートコーン等を組み合わせた畑作経
営のほか、飼料作物を栽培し
乳用牛を飼養する酪農経営
が展開されている（図-１）。
　流域内の地形は、常呂川
沿いに拓けた平坦地とその
北側の丘陵地で形成され
る。地質は、段丘堆積物と沖積層の分布が認められ、排水
路周辺は砂質土が主体である。
　排水路は、フクドジョウ等が生息する豊かな自然環境に
恵まれている。
　紅葉川幹線排水路は、前歴国営北栄土地改良事業（昭
和47年度～昭和53年度）により整備されたが、近年、降雨
条件（降雨量・降雨波形）の変化による流出量の増加に伴

い、排水路の排水能力が不足し、湛水被害が発生してい
る。また、経年的な劣化等により、施設の維持管理に多大
な費用を要している。
　このため、農地
の湛水被害の解
消および維持管理
の軽減を図り、農
業生産性の向上
及び農業経営の
安定に資すること
を目的としている。

　３．排水路の現況

（１） 排水路の構造・規模
　現況排水路は、連結ブロック護岸（三面装工）の台形断
面（法勾配1：1.5）であり、延長L＝4.0kmである。この区
間には、落差工（段落型、落差H＝1.0m～1.5m）14基が
設置されている。
　水路勾配は、SP＝880～2,480区間が急勾配（I＝1/65、
落差工9基）であり、SP＝0～880区間（I＝1/108～1/150、
落差工1基）及びSP＝2,480～4,000区間（I＝1/200、落
差工4基）は、比較的緩勾配となっている（図-２）。

（２） 計画排水量の算定
１) 計画基準降雨
　計画基準降雨は、ティーセン法により選定した『境野地
域気象観測所』（図-３）における近年30か年（平成５年
～令和４年）の降雨観測記録より、「24時間雨量80mm
以上の降雨」又は「１時間雨量20mm以上かつ湛水被害
が発生した降雨」を対象に抽出した降雨の中で、出現頻度
が多い降雨日数『２日連続降雨』、降雨山型『後方山型』を
採用した。
　地区周辺の気象観測所における近年30か年（平成５年
～令和４年）の降雨データを基に、岩井法（確率計算）に
よって年最大２日連続雨量分布図（1/10確率）を作成し、
等雨量線法（等雨量線分割面積加重平均）により計画基
準雨量を146mm/2日とした（図-４）。
　また、「24時間雨量80mm以上、１時間雨量20mm以
上、後方山型」の降雨について、降雨量、降雨強度、降雨
時間及び降雨波形の総合評価により、『平成15年８月９日
～10日』の降雨を基降雨に選定し、時間降雨量（実測降
雨量）の割合で計画基準雨量（146mm/2日）を配分し、
計画基準降雨を決定した（図-５）。

２) 単位流出量
　単位流出量は、本排水路において実施された流量観測
結果（令和元年～令和４年）と境野地域気象観測所にお
ける降雨観測記録より、計画基準降雨における有効雨量
と基底流出量を設定し、流出解析（単位図法）により算定
した（図-６）。

（３） 排水能力の不足状況
　本地区では、10年確率雨量が前歴102mm/日から計
画146mm/2日に変化している。
　また、農地開発、農業生産団地の造成が行われたほか、
これらに伴う道路造成等により流域内の土地利用に変化
が生じており、単位流出量は前歴0.50m3/s/km2から計画
2.615m3/s/km2に増加している（図-７）。
　近年10か年（平成26年～令和５年）において湛水被害
が２回発生している（表-１、写真-１）。
　計画排水諸元を基に水理解析を行った結果、排水路の
全線において、排水能力の不足が確認された。

（４） 機能低下状況及び施設整備の必要性
　紅葉川幹線排水路は、前歴事業による整備から40年以
上が経過し、機能診断調査の結果、法面の沈下・変形や
連結ブロックの剥がれ・ズレが確認されており、全線にお
いて健全度S-3と診断された。
　また、排水路の急勾配部においては、排水量の増加に
伴う流速増加と射流発生により、近年10か年（平成26年
～令和５年）において護岸ブロック崩壊等の施設被害が
５回発生している（表-２、写真-２）。
　このことから、経年劣化等による機能低下が顕在化して
おり、本排水路の排水能力不足の解消と湛水被害の防止
により、農業生産性の維持・向上と地域の防災・減災力の
向上を一体的に推進する必要がある。

　４．排水路改修計画の検討

（１） 整備区間
　前述の通り、紅葉川幹線排水路の全線において計画排
水量に対する排水能力が不足していることから、排水路の
全線（SP＝0～4,000）を整備区間とし、断面拡幅による排
水能力の確保及び縦断勾配の修正（見直し）による射流
の解消を図るものとした。

（２） 路線位置
　現況の路線位置は、地形的に最低位部を流下してお
り、流域内の排水流下に適した路線位置となっている。ま

た、放水路設置等の流域再編を検討すべき周辺流域がな
いことから、現況路線位置を踏襲するものとした（図-８）。

（３） 縦断計画
　排水路の縦断計画（縦断線形）は、排水機能の確保と
施設被害防止の観点から、平坦部と急勾配部に区分し、
経済性を踏まえて決定した。

１) 平坦部
　平坦部（SP＝0～880、SP＝2,480～4,000）では、排水
能力が不足しているものの、施設被害が発生していないこ
とから、現況水路勾配を踏襲するものとした。

２) 急勾配部
　急勾配部（SP＝880～2,480）では、排水量の増加に
伴う流速増加と射流発生により、護岸ブロック崩壊等の
施設被害が発生していることから、水路勾配の変更を検
討した。水路勾配の検討条件は、排水機能確保と施設被
害防止の観点から、次の通りとした。

３) 水路勾配の検討条件
ａ) 常流となる勾配を設定
　施設被害が射流区間で発生していることから、現況で
射流となっている急勾配部において、計画排水量流下時
に常流となるような勾配を設定する。
ｂ) 最小切深1.50m以上を確保
　排水路の切深は、暗渠排水による地下水排除に必要な
深さ1.50m以上を確保する。

ｃ) 勾配の急変を避ける
　縦断勾配を急変させると、排水路敷が不安定となること
が多いので、「排水路計画設計技術指針（平成25年３
月）」1）（以下、「指針」という。） に準拠し、縦断勾配の変化
比は緩勾配から急勾配となる場合は変化比2/3以上、急
勾配から緩勾配となる場合は変化比2.0以下となるように
設定する（表-３、図-９）。

ｄ) 落差高の制限
　落差は、大きくとる方が減勢効果が高く有利であるが、
落下水脈による異常なエネルギーを生ずるため、指針に
準拠し、原則として1.5mを上限とする。
　水路勾配は、急勾配とすると切深・水深および余剰落差
が小さくなり、土工・護岸高および落差工設置数が少なく
なる。一方、流速が大きくなるため護岸ブロック重量や落
差工規模（延長）が大きくなるといった相反関係が生じる。
　このため、表-４、図-10～図-13に示す４案について、
水路勾配に応じた土工・護岸工（護岸高、ブロック重量）
および落差工（設置数、規模）の比較検討を行い、経済性
に優れる『第３案（I＝1/200）』を採用した（表-５）。
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（４） 横断計画
　排水路の断面形状は、指針に準拠し、現況と同様に掘
込河道方式の単断面（台形断面、法勾配1：1.5）とした。

（５） 護岸計画
１) 護岸の必要性
　低水護岸の必要性は、「土地改良事業計画設計基準及
び運用・解説　設計「水路工」（平成26年３月）」2）に準拠
し、２年確率流量における流速により検討した。
　低水護岸部の土質は、砂礫が分布していることから、砂
質土の最大許容流速0.68m/s（＝0.45m/s×1.5）を目安
として、低水護岸の必要性を判定した。
　２年確率流量流下時の流速はＶ＝1.250～1.911m/s
であり、砂質土の最大許容流速0.68m/sを上回ることか
ら、排水路の全線において護岸が必要と判断した。

２) 護岸形式
　春先の融雪出水により浸食破壊されやすい融雪水位
（設計洪水位の30％）までの護岸形式は、コンクリートまた
は石礫を用いた工法とし、適用可能なカゴマット（傾斜式、

法留式）と連結ブロックでの経済比較により『連結ブロッ
ク』を採用した（表-６）。
　護岸基礎工は、河床材が砂質土で支持性が良いため、
連結ブロックを法勾配に沿って河床以下まで延ばす傾斜
式（突込み）基礎工を採用した。 
　なお、基礎工の掘削埋戻し部分は流失しやすいので、寄
石（割栗石）による根固め工を設けるものとした。

３) 法覆工
　融雪水位～年洪水位は、法覆工を施すものとし、設計
流速Ｖ＝1.250～1.911m/sより、指針に準拠し、『植生マ
ット』を採用した（表－７）。
　なお、過去の施設被害は、連結ブロック端部から発生す
る「めくれ」破壊が多く見られることから、法覆工頂部をア
ンカーピンで法面基盤に固定する『簡易巻止め工』、法覆
工上流部から法覆工背面に回る流水を遮断する『小口止
め工』、また、「めくれ」破壊が法覆工下流部に拡大するの
を防止するため、縦断方向に一定の間隔（概ね30～50m
程度）で法覆工を分断する『横帯工』を設けるものとした。

４) 被覆工
　年洪水位～法肩の範囲は、法面の浸食防止対策として
被覆工を施すものとし、『自然繊維シート』を採用した。
　以上より決定した標準断面図を示す（図-14）。

（６） 仮設計画
　本排水路は、現況敷幅が1.0mと狭いことから半川締切
りによる半断面施工が困難である。また、水路沿いに道路
や宅地等が隣接しており、用地的な制約から河岸への仮
排水路の設置が困難である。
　このため、本排水路の施工にあたっては、全川締切りと

して水中ポンプによる仮排水を計画した（図-15）。仮排水
流量は、流量観測結果における「年平均流量」によりポン
プ口径・台数を決定した。仮締切内への浸透水は、水中ポ
ンプによる水替えを計画し、魚類の生息環境に配慮して濁
水処理施設設置を計画し、排水路及び下流河川への濁
水流出防止を図ることとした。

（７） 落差工
　落差工の型式は、魚類の生活史に配慮しつつ、経済性
を踏まえて傾斜型落差工を採用した（表-８）。
　落差工本体の勾配はI＝1/10とし、落差工の下流は、高
流速で流れが乱れる区間であるため、流水のエネルギー
を確実に減勢できる長さの護床工を設けるものとした。
　護床工の長さは、「床止めの構造設計手引き」3）に準拠
して決定した。

表-８　落差工型式の比較検討

　５．おわりに

　本報では、降雨条件（降雨量・降雨波形）の変化等によ
る排水量の増加に伴い、排水能力不足による湛水被害と、
流速増加による施設被害が生じている丘陵傾斜地におけ
る排水路改修計画の主な検討内容について述べた。
　本地区のみならず、近年、降雨条件の変化等による湛水
被害や施設被害が増加している状況にある。このような状
況の中、適切な施設整備を行うことにより、農業生産性の
維持・向上と地域の防災・減災力の向上が推進されていく
ことを期待するものである。
　本報の作成にあたり、網走開発建設部の関係各位に
御指導・御助言をいただきました。ここに記して御礼申し
上げます。

　最後に、本稿発表の機会を下さいました(一社)北海道
土地改良設計技術協会各位に感謝申し上げます。

株式会社アルファ技研 　　　　　　　　　　
調査計画グループ長（農業土木技術管理士）
調査計画グループ技術員（技術士補）　　　　　
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